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第２章 施策 

１ 施策を貫く３つの視点 
新たな広島県づくりに向けては、想定を上回るペースで進む人口減少、少子化・高齢化などの

課題に果敢に対応するとともに、目指す姿として掲げる「安心」「誇り」「挑戦」の実現に向けて、

広島県の可能性を切り拓いていく施策横断的な視点が必要です。 

このため、全ての施策を貫く３つの視点として、 

(1)先駆的に推進するＤＸ 

(2)ひろしまブランドの強化 

(3)生涯にわたる人材育成 

を掲げて取り組むとともに、様々な施策を相互に連関させ、相乗効果を創出します。 

 

(1) 先駆的に推進するＤＸ 

ＤＸは、ＡＩ・デジタル技術等のテクノロジーを活用することで、日本のどこからでも世

界とつながって仕事ができ、日本のどこでも教育や医療・介護・福祉など必要なサービスを

利用できるなど、産業構造やビジネスモデル、働き方、暮らし方、生活スタイルそのものに

変革をもたらすものであり、社会をより便利で快適に、豊かに変える可能性を秘めています。 

都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化し、人口減少社会における子育て、教育、

医療・介護・福祉、防災・減災、産業、まちづくりなど山積する各種課題に対してデジタル

技術を徹底的に活用しながら解決を図るとともに、県民の暮らしをより便利、快適で豊かな

ものに変えていきます。 

施策の推進に当たっては、デジタル化による利便性の実感に向け、県民の多様なニーズ等

をデジタル技術の活用により可視化し、県民との対話を通じて施策に反映するなど、利用者

の課題に寄り添い満足度向上につなげます。 

そして、デジタル３原則（デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンス

トップ）を基本に、住民に身近なサービスを提供する市町などとも連携しながら、申請のオ

ンライン化やＡＩ・デジタル利活用を徹底的に進めるとともに、それらを推進する人材の育

成を進めます。 

さらに、産業施策においては、目まぐるしいスピードで進化するＡＩなど最新のデジタル

技術やビッグデータを活用して、新たなサービスや付加価値を創出できる環境を整備し、生

産性の向上や競争力の強化を促進します。 

 

(2) ひろしまブランドの強化 

本県の魅力的な観光地や、歴史・文化、自然、産業など、全ての分野において、「ひろし

ま」のブランディングを意識した取組を進めることで、県民の皆様に広島の強みを再認識し

ていただき、県民の誇りにつなげるとともに、国内外からの共感の獲得につなげます。 
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≪みんなで創るひろしまブランド≫ 

ひろしまには、活力あふれる産業やスポーツ・文化、多彩で美味しい食資産、都市と自然

が近接した豊かな暮らしなど、先人たちが築き上げてきた、語り切れないほど多くの素晴ら

しさがあります。 

こうした本県の素晴らしさを未来に継承するため、「元気、美味しい、暮らしやすい」と

いう３つのストーリーで構成したブランドステートメント（ひろしまの見られたい姿）を拠

りどころとし、ひろしまの平穏と平和を「PEACE」、元気や湧き上がるエネルギーを「ENERGY」

で表現したシンボルマークを掲げながら、その価値を、県民、企業、団体、行政など広島に

関わる多様な主体と共に磨き上げ、発信することで、更に評価され、ブランド価値が高まる

好循環を創出していきます。 

 

【ブランドステートメント】 
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(3) 生涯にわたる人材育成 

本県は、明治 35年に日本で２番目の高等師範学校（現：広島大学）が設立され、「教育の

西の総本山」と称されるなど、日本の教育界をリードしてきました。こうした教育を礎とし

て、ものづくり産業における世界トップレベルの技術や企業等の集積を生かした新たな産業

の創出につなげてきました。 

こうした教育県としての系譜を受け継ぎ、想定を上回るペースで進む人口減少や急速に革

新・普及が進むデジタル技術などの、社会経済情勢の変化により、仕事や暮らしの先行きが

不透明な中においても、あらゆる分野において、的確に対応し、新たな付加価値を創造する

ことができる、将来の広島県を支える財産である「人『財』の育成」を進め、本県の発展に

つなげることが必要です。 

そのため、多様な文化や価値観を持つ人々と協働し、答えのない諸課題の解決に挑戦し続

け、新たな価値を創造することのできるグローバルな人材の育成を目指した広島叡智学園の

開校や、解のない課題に果敢にチャレンジし、粘り強く新しい時代を切り開いていく人材の

育成を目指した叡啓大学の開学など、次世代を担う人材育成のための先進的な教育環境の整

備を進めてきました。 

引き続き、「学びの変革」を中心とする乳幼児期から社会人まで一貫した人材育成や、産

業ニーズなどの経済社会システムの変化を踏まえた「学び直し」が行える多様な機会を提供

することで、産業、ＤＸ、中山間地域、防災・減災、医療・介護・福祉など、あらゆる分野

において必要となる人材の育成に着目した取組を進めます。 

あわせて、働く意欲のある高齢者をはじめ、全ての県民がその経験や能力を生かし、活躍

することができる環境整備により、一人一人が生涯にわたって自己の能力と可能性を最大限

に高めることができる広島県を実現していきます。 
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２ 施策マネジメント 
ひろしまビジョンを着実に推進し、成果を上げるため、全ての職員が日々の業務遂行に当たっ

ての判断の拠りどころとして、守るべき価値観や行動指針を明文化した「広島県職員の行動理念」

の徹底を図るとともに、ＰＤＣＡサイクルによる適切な進行管理を行います。 

また、全ての県民及び市町と連携・協働して新たな広島県づくりに取り組みます。 

 

(1) 「広島県職員の行動理念」の徹底 

県民の皆様とともに「目指す姿」を実現していくためには、県職員一人一人が、「県の仕

事は全て県民のためにある」という原点に立ち返って判断し、現場により良い変化を起こし、

最小限のコストで、より優れた成果を目指し、目標を達成しようとする意識や姿勢を持つこ

とが大切です。 

そのため、「広島県職員の行動理念」の徹底を図ります。 

 

≪広島県職員の行動理念≫ 

【私たちの使命】 

私たちの使命は、県民の信頼と負託をすべての出発点とし、社会を構成する様々な主体と

連携しつつ、地域社会全体の価値を高め、発展させ、将来にわたって、広島に生まれ、育ち、

住み、働いて良かったと心から思える広島県を実現していくことです。 
 

【私たちの価値観と行動指針】 

〇私たちは、広島県を愛し、誇りを持ちます。 

〇私たちは、県民のために存在します。 

〇私たちは、高い志と責任感を持って誠実に行動します。 

〇私たちは、率直かつ積極的に対話します。 

〇私たちは、現実を直視し、変化に対応します。 

〇私たちは、変革を追求し続けます。 

〇私たちは、成果にこだわり続けます。 

 

(2) ＰＤＣＡサイクルによるマネジメント 

ひろしまビジョンの各施策領域で掲げる「目指す姿」を実現していくためには、「取組の

方向」を、実効性ある事業へと具体化するとともに、事業を実施する中で生じた問題点等を

勘案しながら、事業を設計した時点で想定した効果が着実に発現するよう、軌道修正を加え

るなど、適切な進行管理を行う必要があります。 

本県では、「ひろしま未来チャレンジビジョン」策定以降、各施策領域の「取組の方向」を具

体化する事業群を「ワーク」と名付け、ＰＤＣＡサイクルによるマネジメントを行っています。 

その中で、ワークごとに成果指標・活動指標とそれぞれの目標値を設定の上、これらを実

現するための仮説を立てた上で事業計画を立案し、実施段階ではワーク単位で進捗状況を点

検評価しながら、遅れや問題点があれば即事業計画を見直すとともに、より効果的な事業群

となるようワーク全体の改善を図っていきます。 

さらに、成果獲得の確度を上げるため、ＰＤＣＡサイクルの各段階において、エビデンス

（施策の有効性・妥当性に関する客観的根拠）やロジックの確からしさを十分に意識するこ
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とで、より妥当な手段を選択するとともに成果をより科学的に検証する「エビデンスに基づ

く施策形成（ＥＢＰＭ）」に取り組むなど、マネジメント手法についても改善を繰り返して

いきます。 

また、ワークの進捗による成果についての点検評価結果は、毎年度、県議会での審議や県

民への公表を行い、寄せられた意見を基に改善を図っており、その内容は翌年度の「県政運

営の基本方針」の検討にも反映していきます。 

 

(3) 県民及び市町等との連携・協働 

ひろしまビジョンの推進に当たっては、個人・企業・団体など全ての県民の皆様と連携・

協働しながら一緒に取り組んでいきます。 

また、住民に身近な行政を担う市町と方向性を共有し、協力して取り組んでいくことが重

要であり、市町の主体性・独自性を尊重しつつ、積極的な情報・意見交換を通じて、密接な

協力関係を築き、地域の活性化を共に推進します。 

さらに、県・市町が主体性・独自性を発揮するためには、今後のあるべき国と地方の役割、

都道府県と市町や都道府県間の連携の在り方等について議論を深め、それに見合った権限や

財源等の見直しを行うことが必要です。 

そのため、近隣県や全国知事会等とも協力しながら、国と地方の役割分担の適正化に向け

た議論を進めるとともに、人口減少による行政需要の変化や人材不足が深刻化することを見

据え、県と県内市町の行財政体制を俯瞰し、広島県全体の行政サービスの最適化についても

併せて検討していきます。 

 

(4) 施策推進に向けた行財政基盤の構築 

今後の新たな広島県づくりを進めていく上で必要となる財政運営、行政運営両面での連携

した基盤づくりを進めます。 

 
≪財政運営≫ 

今後も様々な情勢が不透明な中においても、施策の推進と財政への影響とのバランスを

取りながら、県勢発展に必要な経営資源が将来にわたり安定的に確保されている状態を目

指し、施策や事業の更なる選択と集中や、行政デジタル化の加速等による経常的経費の適

正化、財産の有効活用など、歳出歳入の両面にわたる取組を行うとともに、県債発行額の

適切なマネジメントなどに取り組みます。 
 

≪行政運営≫ 

ひろしまビジョンの目指す姿の実現に向けた行政運営においては、県民起点・現場主義・

成果志向の原則のもと、行政運営の基本となる組織体制・業務執行・人材育成について、

社会経済情勢の変化に対応することができる部局横断的な体制も含めた最適な組織体制

の構築、県全体の行政サービスの最適化を含め人口減少社会に対応することができる業務

プロセスの改革、一人一人の職員が力を発揮し成長することができる人材マネジメントの

仕組みづくりなどに取り組みます。 

また、コンプライアンスを重視し、県民の皆様の信頼に応える、公平・公正で透明性の

ある県政を進めます。 
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３ 施策領域 

 
  

心身ともに健康で、安全・安心な生活を送ることができる環境づくり

未来を担う人づくりと、安心して子供を持ち育てられる社会づくり

あらゆる世代が楽しみ、地域に誇りを持つことができる魅力づくり

多様な主体が、生き生きと働きがいをもって活躍できる仕事づくり

都市と自然の近接性を生かした、適散・適集な魅力ある地域づくり

子供・子育て

教育

健康

医療・介護

地域共生社会

防災・減災

治安・暮らしの安全

働き方改革・多様な主体の活躍

産業イノベーション

農林水産業

観光

スポーツ・文化

平和

持続可能なまちづくり

中山間地域

交流・連携基盤

環境
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○ 結婚、妊娠・出産の希望を持つ人が、周囲の理解、協力のもと、希望を実現しやすい環境が整っ

ています。 

○ 地域、保育所・幼稚園や学校、職域など、子供・若者を取り巻く社会の全ての人たちが、それぞれ

の立場と資源を生かして協力し、子供の健やかな育ちを見守り、支援などを行う環境が整っており、

全ての子供・若者と子育て家庭が、安心して暮らし、子育てができています。 

○ 様々な事情により、社会的な支援の必要性が高い子供・若者をはじめ、全ての子供・若者が、身

近な大人に温かく見守られ、大事にされて育ち、権利を擁護され、必要な支援や配慮を受けなが

ら、安心して暮らし、自らの可能性を最大限高めることができています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ 若い世代が結婚や子育てに対してポジティブなイメージを抱くとともに、将来のライフデザインの希

望の実現が後押しされています。 

○ 全ての家庭を妊娠期から子育て期まで見守り、支援する「ひろしまネウボラ」の仕組みが全市町

に構築され、子育て家庭に関わる全ての医療機関、保育所・幼稚園、地域子育て支援拠点、学

校等と連携して子供たちを多面的・継続的に見守ることにより、必要な支援が届けられています。 

○ 全市町において、保育を必要とする子供が保育所、認定こども園等にいつでも入所することがで

き、質の高い教育・保育を受けています。また、希望する児童が放課後児童クラブを利用すること

ができ、安心して過ごせています。 

○ 男女が共に主体的に家事や子育てに参画する「共家事・共育て」への理解が社会全体で進むと

ともに、地域の子育て支援者・団体等による親子の交流活動が根付き、親子が安心して過ごせる

場が提供され、企業・団体等による子育てにやさしいサービスが社会に定着し、子育てしやすい環

境が整っています。 

○ ヤングケアラーなどを含め、全ての子供・若者が、地域や様々な関わりの中で見守られながら、

それぞれの意向や希望に応じて必要な支援等を受けることができており、日々の生活に不安を感

じることなく暮らすことができています。 

○ 体罰によらないしつけや子育てが浸透するとともに、市町の相談支援機能の強化や県こども家庭

センターの専門性の強化により、児童虐待の未然防止や重症化の防止が図られています。 

○ 様々な事情により家族と暮らすことができない子供やひとり親家庭の子供など、社会的な支援を

必要とする子供たちが、必要な支援や配慮を受けながら、安心して生活することができ、自立につ

ながっています。 

目指す姿（５年後） 

子供・子育て 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

安心して妊娠・出産、子育てができると思う者の

割合※１ 

74.8％ 
(R２) 

73.8％ 

（R６） 
84.0％ 

（目標設定の考え方） 

「ひろしまネウボラ」の構築や「共家事・共育て」の定着などの子供・子育て施策を総合的に推進することにより、子

育て家庭が多面的に見守られ、子育てしやすい環境整備が進むことで、安心して妊娠・出産、子育てができると思う

ことにつながると考えられることから、先行的にネウボラに取り組んでいる市町の水準（83.8％（R６））を踏まえて、全

市町で同水準になることを目指して設定した。 

悩みごとがあるとき、だれにも相談できない、 

相談したくないと回答した子供の割合 
― 

小学５年生 4.8％ 

中学２年生 7.3％ 

（R５） 

小学５年生 2.4％ 

中学２年生 3.6％ 

（R10）※２ 

（目標設定の考え方） 

困りごとや悩みごとがあるとき、相談できる相手がいることや相談先を知っていることが、子供たちの孤独や不安を

解消し、安心して暮らせる社会の実現につながると考えられることから、現状値を半減させることを目指して設定した。 

体罰等によらない子育てをしている親の割合 ― 
8１.3％ 

（R６） 
90.0％ 

（R12） 

（目標設定の考え方）  

体罰等によらない子育てをしている親の割合が増加することは、子供の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼ

す行為に対する理解が深まっていることを表し、そうした行為の減少につながると考えられることから、先進的に体罰

禁止に取り組んだ他国の水準を参考にして目標を設定した。 

 

 

  

 
※１ ネウボラ実施市町が拡大し、全市町で「安心して妊娠・出産、子育てができると思う者の割合」を高めていく段階に至ったことから、現状値  

及び目標値の対象をネウボラ実施市町から全市町に見直し 

  ≪参考≫見直し前の R１当初値（モデル６市町） 80.0％ 
※２ ５年に１回行う「広島県子供の生活に関する実態調査」で把握予定 
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〇 若い世代の中には、結婚、妊娠・出産、子育てなどのライフデザインを描くにあたって、将来への経済

的負担への不安や結婚に対する難しさ、不妊への悩みや不妊治療に対する経済的・精神的不安など

を抱えている人もおり、希望の実現に向けてライフステージに応じた支援に総合的に取り組んでいく必要

があります。 

〇 核家族化や地域コミュニティの希薄化により、身近に相談ができる人がいないなど、子育て家庭の孤

立が進む中、妊産婦や子育て家庭が、不安や悩みを抱くことなく過ごせるような環境を整備する必要が

あります。 

〇 延長保育、病児保育、夜間保育、休日保育など、保育ニーズは多様化しており、子育て家庭が安心

して子供を預けられる環境を整備する必要があります。また、共働き世帯の増加などにより放課後児童

クラブのニーズは高まっており、一部市町では待機児童が発生しています。 

〇 共働き世帯が増加し、結婚、出産後も仕事を続けることを希望する人が多くなっている一方で、依然と

して女性に家事・育児が偏っている傾向にあり、家庭内で夫婦（パートナー同士）が話し合って家事・育

児を分担し、協力して取り組む「共家事・共育て」を社会全体に定着させる必要があります。また、妊産

婦や子育て中の人が応援されていると感じている割合は必ずしも高くないことから、地域社会や企業等

様々な場で、親子が安心して過ごせる場や交流・相談の機会が充実するなど、子育て家庭のニーズに

対応した選択肢が提供される必要があります。 

〇 子供・若者は様々な課題を抱えている可能性がありますが、中には自ら相談ができないなど、その課

題が表出化しづらいという特徴もあることから、子供・若者がひとりで悩みを抱え込まず、必要な支援が

受けられるよう、子供・若者の日々の暮らしに関わる者をはじめとした県民の正しい理解促進や、必要な

支援が受けられる環境整備を進める必要があります。 

○ 児童虐待の背景には、子育てにおいて体罰を用いることを肯定している保護者や子育てについて周

囲に頼ることが難しい保護者がいることから、子供への接し方や児童虐待が子供の成長に与える悪影

響について保護者や県民の理解促進が必要です。また、児童虐待の未然防止や早期対応、相談内容

の多様化・複雑化に対応できる体制が必要です。 

○ 社会的養護を必要とする子供は、大人との愛着関係や基本的な信頼関係が形成されていない場合

が多く、できるだけ家庭に近い環境での養育に取り組む必要があります。また、自らの夢や希望に向けて

取り組むことが出来るよう、自立に向けた支援が必要です。 

〇 ひとり親家庭では、子育てに関して頼れる人がおらず孤立しやすい傾向や、子供が経済的な理由等で

進学を諦める割合が高い状況などがあり、子育てや就労、進学等に関する様々なニーズに対して、そ

れぞれの家庭の状況に応じた支援が必要です。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① 結婚、妊娠・出産の希望の実現を後押しする環境の整備 

若い世代が、子供や子育てにポジティブなイメージを持てるよう様々な機会を提供するとともに、子育

てや教育にかかる支援制度の見える化など、経済的負担への不安の軽減に取り組みます。また、結婚

を希望する人の後押しや、不妊に悩む人や治療に不安を抱える人が相談でき、早期に検査・治療を受

けることができる環境を整備します。 

② 妊娠期からの見守り・支援の充実 

「ひろしまネウボラ」について、医療機関や幼稚園・保育所等の関係機関とネウボラ拠点の連携の仕組

みや、産後ケア等サービスの提供体制を整備するなど、市町と連携し、ネウボラの仕組みの強化・改善

に取り組むとともに、県民への認知促進を図ります。 

③ 多様なライフスタイルに応じた子育て環境の整備 

多様化するニーズに応じた質の高い保育等の提供体制の確保に向けて、保育士の確保・資質向上に

取り組みます。また、放課後児童クラブの受け皿整備や、人材の確保・育成を推進します。 

④ 子供と子育てにやさしい環境の整備 

企業を含む多様な主体を巻き込んで、社会全体で「共家事・共育て」に関する意識改革を含む環境

整備を進めることで、男性の家事・育児への参画を促進します。 

子育て支援者・団体が、ネウボラ拠点などの支援機関と連携できる仕組みを構築し、地域社会全体

で子育てを応援する気運を醸成することで、子育て家庭が必要とする支援につなげるとともに、企業など

の子育て支援の推進につなげます。 

⑤ 子供の悩みに対する支援・居場所の充実 

ヤングケアラーなどの問題を抱える子供・若者を早期に発見し、適切な支援につなげられるよう、県民

に対して、正しい理解を促進するとともに、課題解決に向けて各関係者間での緊密な連携等が図られる

体制づくりが進むよう市町と一緒に取り組みます。 

様々なニーズや特性のある子供・若者を含めて、全ての子供・若者が、ひとりで悩みを抱え込まず、自

分にとって相談しやすい窓口とつながるなど、日々の暮らしの中で、安全で安心して過ごすことができる環

境が整うよう、地域における多様な居場所づくりに取り組みます。 

⑥ 児童虐待防止対策の充実 

体罰等によらない子育てを推進するとともに、児童虐待の通告義務や相談窓口を広く県民に周知しま

す。また、複雑化・多様化する児童虐待に対応できるよう、県と市町の適切な役割分担のもと、職員の

研修や関係機関とのネットワーク構築等により、市町の対応力強化や県こども家庭センターの専門性強

化を図ります。 

⑦ 社会的養育の充実 

社会的養護のもとで生活する子供が、里親や家庭的環境の小規模施設など、できるだけ家庭と同じ環

境で生活できるよう、里親への委託推進や施設の環境整備に取り組みます。また、子供の権利擁護や自

立支援を推進するなど、個々の実情に応じた最適な助言や支援を行います。 

⑧ ひとり親家庭の自立支援の推進 

ひとり親家庭への支援制度や相談窓口の周知を行うとともに、市町や関係機関と連携し、家庭の経済

基盤の安定につながる就労や養育費の支払い、子供の自立に向けた支援など、個々の実情に応じた最

適な助言や支援を行います。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 子供を持ちたいと希望する人が安心して妊娠・出産、子育てできるとともに、子供を持ちたいと思える社会の

実現に向けて、結婚を希望する人の後押しや、不妊に悩む人が相談でき、早期に検査・治療を受けることがで

きる環境整備などの取組を進めます。 

○ 妊産婦や子育て家庭の不安や悩みに寄り添い、支援する「ひろしまネウボラ」の構築、「共家事・共育て」に関

する意識改革を含む環境整備など、地域社会全体で子育てを見守り、応援する取組を進めます。 
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教 育 

○ 一人一人が、生涯にわたって主体的に学び続け、多様な人々と協働して新たな価値を創造する

人づくりが実現しています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ 子供が育つ環境にかかわらず、「遊びは学び」という乳幼児期の教育・保育の基本的な考え方が

家庭や幼稚園・保育所・認定こども園等、さらには小学校以降で共通認識され、一人一人の子供

が興味・関心に基づいてやりたいことを自由に選択できるような環境の中で、子供たちには、生涯

にわたって主体的に学び続けるための基盤が培われています。 

○ 各学校段階において、インターネットやデジタル機器・技術に関する知識や利活用する能力等が

育成されるなど、日本で最高レベルのデジタルリテラシーを身に付けることのできる教育が実現し

ています。 

○ 不確実な時代を自立して生きていく主権者として、ＡＩに代替されない能力や個性を伸長するこ

と、我が国や地域の経済・社会の発展を支える人材を育成すること、一人一人の多様な学習ニー

ズに対応した教育機会・アクセスを確保することの３つの視点から高等学校教育改革が進められ

ています。 

○ これまでの「知識ベースの学び」に加え、「コンピテンシーの育成を目指した主体的な学びを促す

教育活動」を積極的に推進する「学びの変革」が定着し、全ての子供たちに、これからの社会で活

躍するために必要な資質・能力を着実に身に付け、希望する進路を実現しています。 

○ 家庭の経済的事情や障害の有無等にかかわらず、子供たち一人一人が生涯にわたって自己の

能力と可能性を最大限に高め、多様な個性・能力を更に伸ばし生かしていく教育が実現していま

す。 

○ 県立大学はもとより、県内の大学・短期大学それぞれが持つ強みや特色を生かした教育が行わ

れるとともに、各大学等の連携・協力のもと、これからの社会で求められる普遍的で汎用性の高い

知識・スキルを学び、身に付けることができる、魅力ある高等教育環境が構築され、県内外から多

様な人々が集まっています。 

 

目指す姿（５年後） 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プランに

掲げる５つの力が育まれている年長児の割合※1 

73.2％ 

（R1） 

82.5％ 

（R６） 
85.0％ 

（目標設定の考え方） 

子供が育つ環境に関わらず、全ての乳幼児に「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プランに掲げる５つの力が

育まれ、その後の教育の基礎が培われていることが、本県が目指す「生涯にわたって主体的に学び続け、多様な

人々と協働して新たな価値を創造することのできる人材」の育成に重要であることから、県全体の８５％の乳幼児

に、プランに掲げる５つの力が育まれることを目指して設定した。 

「主体的な学び」が定着している児童生徒の 

割合 

小：71.1％ 

中：64.6％ 

高：64.3％ 

（R1） 

小：74.5％ 

中：65.4％ 

高：68.2％ 

（R６） 

小：80.0％ 

中：80.0％ 

高：80.0％ 

（目標設定の考え方） 

社会で活躍するために必要な資質・能力の育成を図るには、「主体的な学び」が定着している児童生徒が増える

ことが必要であると考えることから、県全体の８割の児童生徒に「主体的な学び」が定着することを目指して設定し

た。 

全国学力・学習状況調査において学力に課題

のある児童生徒の割合 
－ －※２ 

小：25.0％ 

中：25.0％ 

（目標設定の考え方）  

全ての児童生徒が社会で活躍するために必要な資質・能力の育成を図るには、児童生徒一人一人の学びの土

台となる「基礎・基本」を徹底し、学力に課題のある児童生徒を減少させる必要があることから、新たな調査方法に

おける国が想定するＩＲＴバンド１・バンド２※３の児童生徒の割合が約３割であることを踏まえて、全国学力・学習状況

調査におけるＩＲＴバンド１・バンド２の児童生徒の割合を減少させることを目指して設定した。 

特別支援学校高等部卒業時に、自立や社会

参加に向けた進路決定ができたと考えている生

徒の割合 

－ －※４ 100％ 

（目標設定の考え方） 

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加の実現に向け、県立特別支援学校の教育内容の充実を図るこ

とにより、県立特別支援学校高等部を卒業する全ての生徒が、自立や社会参加に向けた進路決定ができたと

考えている状態を目指して設定した。 

発達段階に応じた情報活用能力を十分に身に

付けている児童生徒の割合 
－ －※５ 

小：60.0％ 

中：60.0％ 

高：60.0％ 

（目標設定の考え方）  

児童生徒がこれからのデジタル社会において活躍するためには、生成ＡＩ等の先端技術を含めた情報技術の

仕組みや背景を含めた特性の理解と併せて、情報技術が認知や行動に与えるリスクに対応し適切に取り扱い、

情報技術を効果的に活用することが必要であることから、類似の調査で約４割であることを踏まえて、県全体の６

割の児童生徒が発達段階に応じた情報活用能力を十分に身に付けている状態を目指して設定した。 

  

 
※1  「感じる・気付く力」、「うごく力」、「考える力」、「やりぬく力」、「人とかかわる力」 
※２ 令和８年度までは正答率 40％未満の児童生徒の割合、令和９年度以降はＩＲＴバンド１・バンド２の児童生徒の割合 
※３ ＩＲＴ（項目反応理論：Item Response Theory）とは、児童生徒が問題に正しく答えられたかどうかが、問題の特性（難易度や測定の正確さ）に 

よるのか、それとも児童生徒の学力によるのかを区別して分析し、それに基づいて児童生徒の学力を数値化（ＩＲＴスコア）する統計理論のこと。 

ＩＲＴバンドは、そのＩＲＴスコアを５段階に区切ったもので、ＩＲＴバンド３が基準のバンド、ＩＲＴバンド１が最も低いバンドを指す。  
※４ 令和８年度に新たに、県立特別支援学校高等部の卒業生対象に調査を実施（生徒の障害の状態等によっては保護者対象に調査を実施） 
※５ 令和８年度に新たに、小学校第５学年、中学校第２学年の児童生徒、公立高等学校（広島市を除く）の第１学年及び第２学年の生徒並び

に県立特別支援学校で高等学校に準ずる教育課程を履修している第１学年及び第２学年の生徒を対象に調査を実施 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

県内大学等の定員充足率 
100.9％ 

(R２) 

91.4％ 

（R６） 
100％ 

（目標設定の考え方） 

県内大学等と連携して、本県の高等教育環境の魅力を高め、広く認知されることにより、県内はもとより、

県外からもより多くの高校生等から選ばれている状態として、県内大学等の定員充足率が 100％となること

を目指して設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 全ての乳幼児に、その発達の特性に応じて、生涯にわたって主体的に学び続けるための基盤となる

「５つの力」を育むためには、園・所等の教育・保育の更なる質の向上を図るとともに、園・所等で育まれ

た「学びの芽」を小学校以降につなげ、学びの連続性を確保する必要があります。また、家庭に対しても

「遊びは学び」の理解をより一層広げていく必要があります。 

○ 将来の予測が困難な時代においては、学校で学んだ知識や技能を定型的に適用して解決できる問

題は少なくなり、児童生徒が課題を自ら発見し、協働して新たな価値を生み出せる能力が重要となりま

す。また、生成ＡＩなどデジタル技術の進展により、情報の真偽を吟味する力、複数の情報を結びつけて

新たな意味を見いだす力、問題の発見・解決等に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力な

どを備えた人材を育成することが求められています。 

加えて、少子化・高齢化、生産年齢人口の減少、地方の過疎化が一層深刻化し、産業構造や社会

システムの変化を踏まえた労働力需給ギャップや理系人材の不足が生じる可能性が指摘されていま

す。 

○ 児童生徒一人一人が社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するために

は、地域の産業や文化、自然、暮らしと安全を支える仕事等に触れるなど、多様な体験・学びを積み重

ね、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤とな

る資質・能力を育成していく必要があります。 

○ いじめや暴力行為については、未然防止、早期発見・対応の一層の充実を図るとともに、不登校児童

生徒への支援については、個々の状況に応じた支援により、誰もが社会とつながることができ、安心して

学べる環境を整える必要があります。また、外国人児童生徒など、多様な個性や特性、背景を有する

子供が多くなっていることから、より一層多様性を包摂する学校教育に取り組む必要があります。  

○ 特別支援学校及び特別支援学級に通う児童生徒数が増加し、教育的ニーズが多様化していること

から、特別な支援を必要とする子供たちの自立と社会参加に向けて、障害の状態等に応じた適切な指

導や必要な支援、教育環境整備により一層取り組む必要があります。 

○ 県内大学等の学生が、これからの社会で求められるデジタルリテラシーを、県内のどこの大学等にお

いても学修することができるデジタルリテラシー教育の環境を整備する必要があります。 

○ 18 歳人口の減少等に伴い、入学者選抜における大学間競争は激しさを増していくことが見込まれる

中、個々の大学等の取組に加え、県内大学等と連携し、本県の高等教育環境の魅力を高め、県内外

の高校生等に広く認知してもらう必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① 乳幼児教育・保育の充実 

乳幼児教育支援センターを拠点として、各種研修の充実や幼児教育アドバイザーによる訪問・助言等

により、園・所等における教育・保育内容を充実させることに加え、幼保小連携を前提とした教育活動を

推進します。また、保護者に「遊びは学び」の考え方について共感的な理解を図ることなどを通じて、家庭

教育を支援します。 

② 学びの変革の推進 

生成ＡＩなどデジタル技術の急速な進展を踏まえ、情報モラルやメディアリテラシーなどの育成強化を

進め、デジタル技術の効果的な活用等を通じた子供たちの主体的な学びを促す教育活動の充実など、

「主体的、対話的で深い学び」の実現に向けて取り組みます。また、一人一人に合った教材の提供や子

供の関心・特性に応じた多様な学びの提供等を通じた「個別最適な学び」と多様な他者との協働により、

異なる考え方が組み合わさり、よりよい学びを生み出す「協働的な学び」の一体的な充実を図ります。 

加えて、ＡＩなどのデジタル技術を活用して、ものづくり等の地域産業の持続的な成長を牽引する専門

人材や、地域の持続的な発展を支える人材など多様な人材を育成するため、県立高等学校の統合と学

科改編を組み合わせることなどにより、生徒が授業等において一定の選択幅を持つことができ、集団の中

で切磋琢磨しながら多様な体験・学びができる教育環境の整備に取り組みます。 

③ キャリア教育の推進 

学校教育全体で職場体験活動やインターンシップなどの職業に関する体験活動の充実や学校と地

域・社会や産業界等が連携・協働した取組を促進するなど、児童生徒が社会の中での自分の役割や自

分らしい生き方を考えるキャリア教育の充実に取り組みます。 

④ 特別支援教育の充実 

個別の教育支援計画の活用などによる、乳幼児期から学校卒業後までの切れ目ない支援体制を整

備するとともに、障害の状態や特性、心身の発達段階、教育的ニーズに応じた専門的な指導や教育環

境の充実に取り組みます。 

⑤ 誰もが安心して学習できる環境づくりの推進 

各学校において、日常的な活動を通じた、児童生徒の成長と発達を支える生徒指導を充実させること

で、安心して学習できる環境づくりに取り組みます。また、不登校児童生徒への対応など多様なニーズに

応じた教育機会の提供や、経済的支援に加え、外国人児童生徒等に対する学習支援の充実に取り組

みます。 

⑥ 高等教育の充実 

県立大学において、時代の要請に応え、社会で活躍できる人材を継続的に育成するとともに、県内大

学等と連携し、デジタルリテラシー教育の推進を通じて、県内高等教育の魅力向上を図ります。また、県

内外の高校生等に対して、県内大学等の教育内容や学生生活に関する情報など、幅広い魅力・情報の

発信に取り組みます。さらに、社会人の学び直しを促進するため、より一層の教育内容の充実などに取り

組みます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 児童生徒が、地域の産業や文化、自然等に触れながら、多様な体験・学びを積み重ね、社会の中での自分

の役割や自分らしい生き方を考えるキャリア教育の充実に取り組みます。 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

健康寿命の延伸 

男性 71.97 年 

女性 73.62 年 

（H28） 

全国平均 

男性 72.14 年 

女性 74.79 年 

男性 72.13 年 

女性 75.85 年 

（R４） 

全国平均 

男性 72.57 年 

女性 75.45 年 

全国平均を上回

り、平均寿命の伸

び以上に延伸 

（R10）※１ 

（目標設定の考え方） 

健康上の問題で日常生活に影響がない期間を延伸することで、誰もが生涯にわたり健康で高いＱＯＬを実感でき

る社会の実現につながるため、全国的に低位にある現状値を全国平均以上に向上させることを目指して設定した。 

  

 
※１ ３年に１回行われる国の「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」で把握予定 

○ 県民一人一人が、生活習慣を改善し、必要な健診（検診）や治療を受ける行動を身に付け、生涯

にわたり健康で高いＱＯＬ（Quality of Life）を実感しています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ 人生 100 年時代を迎える中、県民一人一人が、それぞれのライフステージに応じて、心身ともに

健康で活躍しています。 

○ 若い時期から生涯を通じ健康の大切さとリスクを意識し、デジタル技術やデータも活用しながら、

運動や食事等の生活習慣の改善など、健康を維持する行動が身に付いています。 

○ 個々人が、健康や医療のデータを活用しながら、がんに対する予防策やがん検診の確実な受診

行動をとり、適切なタイミングで治療を受ける行動が身に付いています。 

○ 高齢になっても健康で、一人一人がこれまで培った経験・能力を生かすことができる機会が拡大

し、就労や地域貢献など生きがいを持って社会で活躍しています。 

目指す姿（５年後） 

健  康 
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○ 生涯にわたって健康を維持していくためには、若い時期からの健康管理が重要である上、家庭や学校、

職場等の社会環境の影響を受けやすいことから、社会全体で、個人の健康を支え、守る環境づくりに取り

組む必要があります。また、自殺の多くが経済・生活問題や健康問題、労働問題など多様かつ複合的な

原因及び背景を有していることから、関係機関が連携して自殺対策に取り組む必要があります。 

○ がんなどの疾病の予防及び早期発見、早期治療の重要性に対する理解が十分に浸透していないこと

や、依然として保険者区分によって受診状況に差があることから、理解促進や受診環境の改善に向けた

効果的な取組を実施する必要があります。 

○ 本県の要支援１・２や要介護１の認定を受けた高齢者の割合は全国平均を上回って推移しており、高齢

者が増加する中、医療費・介護費は更に膨張し、社会保障制度の持続可能性が損なわれるおそれがあ

るため、高齢者の介護予防に取り組む必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 

① ライフステージに応じた県民の健康づくりの推進 

市町や企業、大学、関係団体等と連携し、それぞれが持つ資源や強みを生かしながら、健康づくりの重

要性等を効果的に発信することや、日常生活における運動習慣の定着や適切な食生活の実践など、生

活習慣の改善に向けた行動変容のきっかけづくりに取り組みます。 

② 県内企業と連携した「からだとこころ」の健康づくりの推進 

従業員の健康を重要な経営資源として捉えた「健康経営」を実践する企業を拡大していくなど、「からだ

とこころ」の健康づくりに取り組みます。また、関係機関と連携しながら、悩みを抱える人の自殺のサインに

気づき、こころのケアへ確実につなげる体制の整備に取り組みます。 

③ がんなどの疾病の予防及び早期発見・早期治療の推進 

保険者や企業等と連携して、健診（検診）を受診しやすい環境づくりなどを進めることにより、がんなどの

疾病の早期発見・早期治療を促進させるとともに、生活習慣を改善し、健康な状態を維持できる仕組み

づくりに取り組みます。 

④ 高齢者が生きがいをもって活躍できる生涯現役社会づくりの推進 

高齢者が、自分の経験・能力を生かすことができる就労や地域貢献の掘り起こしとマッチングや地域活

動へのつなぎができる仕組みなどを構築・維持し、誇りをもって活躍する高齢者を後押しする取組を進め

ます。 

⑤  「運動・食・集い」を軸とした介護予防の推進 

高齢者の社会参加の促進を図りながら、運動機能や筋力の維持・向上に加え、低栄養の予防や口腔

ケアなど、フレイル（虚弱）対策を通じた介護予防に向けた総合的な取組を進めます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 県民一人一人が、それぞれのライフステージに応じて、心身ともに健康で活躍できるよう、市町や企業、大

学、関係団体等と連携し、生活習慣の改善に向けた行動変容のきっかけづくりに取り組みます。 
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○ 全ての県民が、質の高い安全な医療・介護サービスを受けることができ、住み慣れた地域で安心

して暮らし続けることができています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ 地域の医療・介護資源の最適化が進み、デジタル技術やデータの活用等により医療・介護の高

度化・効率化が促進されることで、県民が、安心して質の高い安全な医療・介護サービスを受ける

ことができる体制が維持されています。 

〇 全国トップレベルの高度・専門医療や最先端の医療の中核となる「高度医療・人材育成拠点」を

整備し、県民に高い水準の医療が提供されています。また、こうした高度な医療や様々な症例の

集積、医育機関との連携・協働を進め、魅力ある医療現場として若手医師に選ばれることで、新た

な医師等の育成・派遣の拠点として、県全域の医療提供体制が維持・確保されています。 

○ 消防機関と医療機関等の連携により、傷病者の搬送及び受入れが円滑に実施され、救急医療

の体制や機能が維持・確保されています。 

○ 災害発生時や新興感染症の発生・まん延時においても、十分な検査・診療体制が確保されるな

ど、大規模な健康危機管理事案に迅速に対応できる保健・医療の体制が整備されています。ま

た、県民一人一人が、平時から感染防止に留意した具体的な行動をとるなど、県民と行政が一丸

となった取組により、安心を実感しています。 

○ 後期高齢者が増加する中にあっても、認知症ケアや医学的管理下での介護、緩和ケアを含めた

看取りなど、高齢者が身近な地域で、医療・介護、介護予防、住まい、生活支援等のサービスを包

括的に受けることができ、高齢者本人もその家族も、住み慣れた地域で安心して暮らしています。 

 

目指す姿（５年後） 

医療・介護 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

広島都市圏の基幹病院が実施する先進医療技

術件数 

13 件 

（R１） 

15 件 

（R６） 
26 件 

（目標設定の考え方） 

若手医師の確保に向けては、先進医療技術に触れる機会を増加させることが、若手医師への魅力向上につ

ながるため、基幹病院における R１実績の２倍を目標として設定した。 

県内医療に携わる医師数 
7,286 人 

（H30） 

7,525 人 

（R４） 
7,378 人 

（目標設定の考え方） 

県内の医療提供体制を確保するため、国が示した R18 時点における本県の必要医師数の推計値を基に、R12

に必要となる医師数を試算し、目標として設定した。 

医療や介護が必要になっても、安心して暮らし

続けられると思う者の割合 
－※１ 

31.8％ 

（R７） 
65.0％ 

（目標設定の考え方） 

医療・介護・福祉等の複合的なニーズを有する高齢者が増加する中でも、安心して暮らし続けられる環境整備を

図る必要があるため、県民アンケート（Ｒ７）における「あなたは、医療や介護が必要になっても、安心して暮らし続け

られると感じていますか」という設問で「あまり感じていない」と回答した層（36.9％）の約９割を「思う」層に引き上げる

ことを目指して設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※１ R２に対面調査からインターネット調査にアンケート手法を見直し 

  ≪参考≫見直し前の R２当初値 55.6％ 

○ 高齢者人口の増加に伴い、複数の慢性疾患や医療・介護の複合的なニーズを有する高齢者が更に増

加する一方で、生産年齢人口の減少に伴い医療・介護サービスを支える人的資源が減少するなど、今後

の人口構造の変化に対応した効率的な医療・介護提供体制を構築する必要があります。 

○ 年々増加する救急搬送件数に対応するため、傷病者の状況に応じた、より迅速で円滑な救急搬送と医

療機関による受入体制を構築する必要があります。 

○ 災害発生時に、傷病者等の受入れや搬出等を円滑に行えるよう、災害拠点病院の診療機能が維持又

は早期回復されるとともに、地域の医療機関を支援する体制を整備する必要があります。 

新型コロナウイルス感染症の教訓から、通常医療との両立を含め、感染拡大により急速に増大する医療

ニーズに対応できる保健医療提供体制を構築する必要があります。 

○ 8050 問題やダブルケアなどの複合的な課題や制度の狭間の問題に対して柔軟な対応が求められるな

ど、地域包括ケアシステムの質の向上を図る必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① 高度医療機能と地域の医療体制の確保 

「高度医療・人材育成拠点」の整備を進めることにより、全国から意欲ある若手医師を集めるととも

に、医育機関との連携・協働による地域への医師派遣と地域内での派遣・循環体制を構築します。 

また、医療機関間における機能の分化・連携を促進することで、施設や機器、人材等の医療資源の配

置の最適化に取り組むとともに、県内全域で安心して適切な医療を受けられるよう、オンライン診療・服

薬指導を推進します。 

② 救急医療体制の確保 

救急業務のＤＸ化による業務の迅速化・効率化や救急車両の適正利用の働きかけ等により、救急搬

送業務の適正化及び医療機関の受入体制の確保に取り組みます。 

③ 災害や新興感染症等の発生時における体制の強化 

災害拠点病院を含む関係機関と連携し、災害対応訓練を定期的に実施するとともに、ＤＭＡＴ・ＤＰＡ

Ｔ・ＤＨＥＡＴの養成及び派遣体制を構築します。また、各医療機関の実態に応じたＢＣＰの策定支援を行

います。 

平時から新興感染症に係る協定締結医療機関等と連携し、医療提供体制や人材育成の充実・強化

を図るとともに、感染防止のための情報を発信していきます。 

④ 福祉・介護人材の確保・育成・定着及び生産性の向上 

介護の仕事の魅力発信や職場環境の改善を支援するとともに、介護テクノロジー等を活用した業務の

効率化や職員の負担軽減を図り、介護現場の生産性を高めることで介護サービスの質の向上を推進し

ます。 

⑤ 介護サービス基盤の安定化 

既存施設の有効活用や地域の実情に応じた施設整備等による地域資源の最適化及び複数法人の

連携や経営の協働化・大規模化等を促進することにより、介護サービス基盤の安定化を図ります。 

⑥ 地域包括ケアシステムの質の向上 

医療、介護等の専門職だけではなく、地域住民をはじめとした地域の多様な主体が一体となって高齢

者を支える地域包括ケアシステムの質の向上を図ります。 

また、認知症ケアや医学的管理、看取り等に対応できる質の高い安全な在宅医療や介護サービス基

盤の整備等の取組を推進します。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 県民が、安心して質の高い安全な医療等のサービスを受けることができるよう、全国トップレベルの高度・専門

医療や最先端の医療の中核となる「高度医療・人材育成拠点」の整備を進めます。 

○ 高齢者本人もその家族も、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステム

の質の向上を図ります。 

○ 介護業界が人手不足の状況にある中においても、介護サービスの質の向上を推進できるよう、介護現場の業

務改善や職員の負担軽減など、生産性向上の取組を進めます。 
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※1 性別には、身体的な男性と女性の区別だけでなく、自分の性別に対する認識である「性自認」（「心の性」とも言われる。）や、恋愛や性愛  

の対象となる性である「性的指向」などの概念も含む。  

○ 県民誰もが、性別※1、年齢、障害の有無、民族、国籍などの多様性を認め合い、支え合いながら

自分らしく活躍でき、安心と活気あふれる共生のまちづくりが進んでいます。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ 県民は、地域コミュニティへの参画や地域活動への参加の機会を得て、地域とのつながりを強

め、多様な主体との協働による見守り合いと支え合いが生まれ、安心して暮らしています。 

○ 「住民間」、「住民と専門職」、「専門職間」等が連携・協働する場や仕組みがあり、日常生活上の

困り事を抱える方々が早期に発見され、相談を漏らさず受け止め、課題の解決につながっていま

す。 

○ 県民の障害に対する正しい理解が進み、障害特性に応じた総合的な支援が行われることで、障

害者とその家族が、地域社会の中で安心して暮らしています。 

○ 外国人が地域社会の一員として、地域とつながりを深めながら、生活に必要な情報の共有が進

むことにより、外国人が困ったときに相談できるなど、孤立することなく安心して生活しています。 

○ 地域において困難な状況にある女性やＤＶ被害者等への支援体制が整備され、暴力や生活へ

の不安なく、安定して自立した生活をしています。 

○ 人権意識や男女共同参画意識を高める啓発を受ける機会が広がり、個々人の性別、年齢、障

害の有無、民族、国籍などの様々な違いを認め、尊重し合う意識が醸成されています。 

○ 個々人の違いを尊重し互いに支え合う環境が整うことで、県民が安心して生活するとともに、それ

ぞれが持つ多様性を強みに転換しながら、地域社会で自分らしく活躍しています。 

目指す姿（５年後） 

地域共生社会 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

困りごとや悩みに対して地域の方同士での助け

合いができている人の割合 －※１ 
23.5％ 

（R６） 
57.0％ 

（目標設定の考え方） 

様々な困りごとや悩みを、住民と多様な主体が連携・協働して解決できる環境は、安心な暮らしにつながると考え

られることから、県民アンケート（R６）における「困りごとや悩みに対して地域の方同士での助け合いができている」と

いう設問で「あまりそう思わない」（33.6％）と回答した層を「思う」層に引き上げることを目指して設定した。 

「広島県は、お互いの人権を尊重し合うことがで

きている」と感じる人の割合 

32.4％ 

（R２） 

36.0％ 

（R６） 
42.0％ 

（目標設定の考え方） 

多様性を認め尊重し合う意識が県民に醸成されることを目指し、類似の調査を実施している他県の５年間の上昇

幅を参考に目標を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※１ 回答者の年齢構成などの偏りを少なくするため、R４にアンケート手法を見直し 

  ≪参考≫見直し前の R１当初値 48.3％ 

○ 地域住民が抱える課題は複雑化・複合化していることから、住民と専門職、多様な主体が連携・協働

し、地域の生活課題を早期に発見し、支援につながる仕組みを構築する必要があります。 

○ 障害に対する無意識の偏見や思い込みが依然として存在していることから、子供世代から障害に対する

理解を深めていくなど、障害者とその家族が安心して暮らせる環境を整備する必要があります。 

○ 国内の人手不足を背景とする外国人材の受入促進などによる、更なる外国人の増加を踏まえ、これま

で以上に外国人と地域がつながりを深め、社会的な孤立を防ぐ必要があります。 

○ 困難な状況にある女性やＤＶ被害者等は、他人に相談することに不安や抵抗感がある場合が多く、相

談機関につながりにくい状況にあるため、早期かつ継続的に支援を受けられる仕組みを整備していく必要

があります。 

○ 多様性を認め、それぞれの違いを尊重し合う意識が必ずしも十分に浸透していないこと、また、固定的

な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスが存在していることから、誰もが生き生きと生活できる環

境づくりを促進する必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① 住民と多様な主体の連携・協働による課題の解決 

地域の生活課題を住民から専門職、関係機関につなぎ、必要な支援が受けられる「重層的なセーフテ

ィネット」の構築を進めます。 

② 障害者とその家族が安心して生活できる環境整備 

障害者への関わり方や特性について理解するだけでなく、行動に移せるよう、学校等と連携し、障害者

との触れ合いや対話の機会を設けるなどの取組を推進します。また、保健・医療の充実や地域生活の支

援体制の構築を進めます。 

③ 外国人が安心して生活できる環境整備 

外国人と地域住民の双方が、安心して生活できる共生の仕組みづくりや、医療・防災・教育などの様々

な分野で安心できる環境の整備を進めます。 

④ 困難な状況にある女性等への支援体制の確保及びＤＶ防止対策の充実 

困難な状況にある女性やＤＶ被害者等が、早期に相談支援につながるよう、相談窓口の周知・啓発に

取り組むとともに、ＤＶや性暴力の減少に向け、ＤＶ防止対策等の充実に取り組みます。また、自身の意思

を尊重されながら継続的に支援が受けられるよう、関係機関が連携して支援を行う体制づくりに取り組み

ます。 

⑤ 多様性を認め、それぞれの違いを尊重し合う環境づくり 

個々人の性別、年齢、障害の有無、民族、国籍などの様々な違いを認める正しい知識を周知するとと

もに、その違いを尊重し合う意識の醸成を図ります。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 困難な状況にある女性やＤＶ被害者等が、暴力や生活への不安なく、安定して自立した生活ができるよう、相

談窓口の周知・啓発に取り組むとともに、自身の意思を尊重されながら継続的に支援が受けられるよう、関係

機関が連携して支援を行う体制づくりを進めます。 
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防災・減災 

○ 防災施設の整備などのハード対策や災害リスクの共有などのソフト対策による事前防災をあらゆ

る関係者と協働して効率的かつ効果的に進め、災害等による県民生活や経済活動への影響が

最小限に抑えられているとともに、ＡＩ/ＩｏＴなどのデジタル技術を最大限に活用した官民連携によ

るインフラマネジメントの仕組みが構築され、県民が安全で快適な日常生活を送っています。 

○ 県民が、災害リスクを正しく認識し、デジタル技術を活用した個別の最適な避難情報を受け取

り、複数の避難先を確保するなど、自らが適切な避難行動をとることが、当たり前の状態となる避

難意識が醸成されています。 

○ 県内の各地域において、防災知識を有する担い手が育成・活用され、平時から訓練等の実践

的な防災活動が行われるとともに、災害時には避難の呼びかけによる適切な避難行動が実践さ

れています。 

○ 平時から、災害対応に関する実践的な研修・訓練等を継続的に実施し、県・市町の災害対応

力の強化が図られ、災害時には、迅速・的確な初動対応や情報発信により、県民の避難支援や

被災者支援が効果的・効率的に行われるとともに、避難所においては、良好な生活環境が確保さ

れています。 

目指す姿（５年後） 

○ 激甚化・頻発化する豪雨等による風水害や、南海トラフ巨大地震などから生命・財産を守るた

め、効率的かつ効果的なハード・ソフト一体となった対策が実施されているとともに、県民一人一人

が、災害から命を守るために適切な避難行動を実践することが当たり前の文化となり、自助・共助・

公助を一体的に推進することにより、「災害死ゼロ」及び「県民生活や経済への影響の最小化」が

実現しています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

河川氾濫により床上浸水のおそれのある家屋

数※１ 

約 18,000 戸 

（R２） 

約 16,750 戸 

（R６） 
約 16,000 戸 

（目標設定の考え方）  

近年の出水状況や河川の氾濫による社会的影響を考慮した上で、効率的かつ効果的に床上浸水のおそれのあ

る家屋数を減らすことを目指して設定した。 

土砂災害から保全される家屋数※２ 
約 116,000 戸 

（R２） 

約 131,000 戸 

（R６） 
約 135,000 戸 

（目標設定の考え方）  

全国的に多発している土砂災害から県民の命と暮らしを守るため、過去の砂防施設整備効果の実績を踏まえ、

現状値を増加させることを目指して設定した。 

緊急輸送道路の防災対策完了率 
7.8％ 

（R２） 

34.8％ 

（R６） 
59.1％ 

（目標設定の考え方）  

発災後における県民の生活を維持確保するため、救援物資等の円滑な輸送や迅速な復旧活動等を支える緊急

輸送道路の強靱化を図り、災害時に通行が妨げられるリスクを有する箇所を現状よりも減らすことを目指して設定し

た。 

避難の準備行動ができている人の割合※３ －※４ 
26.8％ 

（R６） 
42.0％ 

（目標設定の考え方）  

災害死ゼロの実現を目指し、県民が平時から必要な準備を行い、避難のタイミングを決め、いざという時には、適

切な避難行動を実践できるよう、「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動行動計画」に掲げる５つの行動目標そ

れぞれの実績値から将来の推計値を算出し、目標を設定した。 

防災人材の育成数※５ 
７人 

（R２） 

29 人 

（R６） 
42 人 

（目標設定の考え方）  

各市町の災害マネジメントに必要となる人数を確保することに加え、他県で大規模災害が発生し、総括支援

チームを１か月間派遣する場合に必要となる人数を育成することを目指して設定した。 

スフィア基準等を踏まえた避難所開設・運営訓

練の実施市町数 
－ 

3 市町 

（R７） 
23 市町 

（目標設定の考え方）  

各市町において、スフィア基準等を踏まえた避難所開設・運営の知識やノウハウを身につけることで、発災時

の適切な避難所運営につながるため、スフィア基準等を踏まえた避難所の開設・運営訓練の実施市町数を目

標値として設定した。 

 

 

  

 
※１ 河川ごとに計画規模（年超過確率 1/10～１/100 年）の洪水を想定 
※２ ≪参考≫保全対象戸数（延べ数） 約 404,000 戸（R2） 
※３ 「防災・減災に関する県民意識調査」において、「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動行動計画」で掲げる５つの行動目標（「知る」 

「察知する」「行動する」「学ぶ」「備える」）を全て実践していると回答した人の割合 
※４ 能登半島地震を踏まえ、「家具等の転倒防止」を要件に追加するなど、算出方法を見直し 

  ≪参考≫見直し前の R１当初値 13.6％ 
※５ 災害マネジメント総括支援員及び災害マネジメント支援員 
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○ 本県は全国最多の土砂災害警戒区域を有しており、さらには、地球温暖化等による気象災害の激甚

化・頻発化や南海トラフ巨大地震等の発生が懸念されるため、大規模災害等への備えを効果的に進め

る必要があります。 

○ 既存インフラの老朽化に加え、人口減少や少子化・高齢化の進行による技術者等の担い手不足が深

刻化しているため、施工や維持管理など各段階における効率化・省力化などにより生産性を向上させる

必要があります。  

○ 全国的な気象災害の激甚化・頻発化や南海トラフ巨大地震の発生が懸念される中、未だ県民の適切

な避難行動につながっていないことや、能登半島地震で災害関連死につながる課題が顕在化している

ことから、あらゆる世代で防災・減災に関する意識を醸成する必要があります。 

○ 県内で甚大な被害をもたらした豪雨災害から一定期間が経過し、県民の災害に対する意識が薄れつ

つあるため、県民や企業などが災害リスクを再認識し、災害時に適切な行動ができるよう、必要な情報

を取得しやすい環境を整える必要があります。  

○ 自主防災組織の役員の高齢化・固定化等により、活発な防災活動の継続が困難な地域があるため、

役員等をサポートする防災リーダーの育成と活用を促進するとともに、土砂災害だけでなく、地震や津波

時においても適切に対応できるよう、実践的な防災活動を強化する必要があります。 

○ 避難支援と避難所環境の整備に当たり、高齢者、子育て世帯、外国人など、様々な県民の視点が十

分に反映されていないため、多様な県民ニーズを捉え、避難支援と避難所環境の整備を一体的に強化

する必要があります。 

○ 激甚化・頻発化する気象災害や、今後、発生が懸念される南海トラフ巨大地震、更にそれらが同時又

は連続して発生する複合災害などに的確に対応するためには、専門的な知識・能力を有する人材の確

保・育成が課題となっていることから、研修・訓練の実施などにより、県・市町全体で災害対応力の強化

に取り組む必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① ハード・ソフト一体となった事前防災の推進 

防災施設の着実な整備や老朽化が進行する既存インフラの適正な維持管理などのハード対策に加

え、災害リスク情報の発信などのソフト対策を一層充実・強化させ、ハード・ソフト対策を相互に関連・補完

させながら、あらゆる関係者と協働して、事前防災を効率的かつ効果的に進め県土の強靱化を図りま

す。 

② デジタル技術を活用したインフラマネジメントの推進 

建設分野における調査、設計、施工から維持管理までのあらゆる段階において、デジタル技術を最大

限に活用し、官民が連携した効果的・効率的なインフラマネジメントに取り組みます。 

③ 防災教育の推進 

適切な避難行動につながる知識の普及啓発を進めるとともに、子供の頃から主体的に適切な避難行

動を実践する力を養うための防災教育を推進し、防災・減災に関する意識があらゆる世代に定着する仕

組みを構築します。 

④ きめ細かな災害リスク情報の提供 

命を守るための判断や行動につなげるため、デジタル技術やビッグデータ等を活用し、個々のニーズや

地域特性に応じた最適な情報をリアルタイム・プッシュ型で発信するなど、きめ細かな災害リスク情報の

提供に取り組みます。 

⑤ 自主防災組織等における防災活動の促進 

地域の防災力を持続的に向上させるため、防災リーダーや女性消防団員など、多様な担い手の育成

と活用の促進に取り組むとともに、地域の住民が参加する大雨や地震・津波を想定した実践的な防災活

動を促進します。 

⑥ 避難所の生活環境の改善等の推進 

避難所で安心して過ごせる生活環境の整備や福祉避難所の受入環境・体制づくりの促進を行うととも

に、避難行動要支援者については、個別避難計画の作成・見直しなどを支援します。 

⑦ 大規模災害の発生に備えた災害対応力の強化 

県・市町が共同して防災人材の確保・育成や災害対応訓練の実施などを通じた災害対応力の強化や

情報発信に取り組み、県民の避難支援や被災者支援の効果的・効率的な実施につなげます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 自然災害が激甚化・頻発化する中、ハード・ソフト両面での防災・減災対策を着実に推進します。 

○ 令和７年 10 月に改定した「広島県地震被害想定」や、災害関連死に影響する事象（避難所の生活環境の

悪化）などの能登半島地震等で顕在化した課題を踏まえた取組を進めます。 
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○「日本一安全・安心な広島県」の実現に向けた取組が進み、広島に住む人も訪れる人も、誰もが安

全・安心を実感しています。 

○ 消費者として自ら考え行動する力が県民に育まれ、消費者被害を未然に防止する環境が整って

います。 

○ 生産者、事業者、消費者及び行政の協働により、食品の安全性が確保されています。 

○ 水道事業の効率的な運用や施設の強靭化が図られ、安全・安心な水が安定的に供給されてい

ます。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ 「日本一安全・安心な広島県」の実現に向けて、「減らそう犯罪」広島県民総ぐるみ運動の推進

をはじめ、県民からの期待と信頼に応える警察活動に取り組むことにより、県民が穏やかで幸せな

暮らしを実感できています。 

○ 不幸にして犯罪等の被害に遭われた方が、被害を抱え込まずに支援機関に相談し、必要な支援

を受けることができています。 

○ 消費者教育の機会の広がり等により、県民が消費生活に関する知識を身に付け、適切な行動を

実践する力を高めるとともに、事業者の自主的な取組への支援や指導等により、県民が不安を感

じることなく商品等を選択できる環境づくりが進んでいます。また、消費者トラブルに遭った時に相談

ができ、必要な支援が受けられています。 

○ 生産者、事業者、消費者及び行政が相互に協働して食品の安全性を確保するためのリスク管理

の仕組みが構築され、県民は安全な食品を安心して食べることができています。 

○ 県と市町が一体となって、水道事業の広域連携に取り組むことで、水源の広域的な運用、施設

の最適な配置や強靭化、デジタル技術の活用などによる業務の効率化が図られ、安全・安心な水

が、安定的に供給されています。 

 

目指す姿（５年後） 

治安・暮らしの安全 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

刑法犯認知件数 14,160 件 

（R１） 

14,675 件 

（R６） 
12,000 件 

（目標設定の考え方） 

刑法犯認知件数を減少傾向に転じさせ、これを維持していくため、最近の犯罪情勢やこれまでの減少傾向を踏

まえ、毎年の減少率を 3.5％として取組を推進した場合の件数を目標として設定した。 

体感治安 

（治安良好と感じる県民の割合） 

85.3％ 

（H29) 

88.4％ 

（R５） 
90.0％ 

（目標設定の考え方）  

県民の安全・安心の実感を向上させるためには、自身の居住地域において「治安が良く、安全で安心して暮らせ

る地域であると感じる」ことが密接に関係することから、「日本一安全・安心な広島県の実現」を目指して、90％以上

を目標に設定した。 

安全・安心な消費生活を送ることができている

と思う人の割合 
－ 

54.9％ 

（R６） 
61.0％ 

（目標設定の考え方） 

県民が安全に安心して消費生活を送ることができている社会の実現に向け、国の類似の調査において水準が

最も高い地域（60.8％（R６））と同程度となることを目指して設定した。 

食中毒による死者数 
０人 

（R２） 

０人 

（R６） 
０人 

（目標設定の考え方） 

食品の安全性が確保された姿として、食中毒による死者が発生していない状況が維持されていることを目指して

設定した。 

収支が黒字の水道事業体数※１ 

20 事業体 

/22 事業体 

（R２） 

７事業体 

/８事業体 

（R６） 

８事業体 

/８事業体 

（目標設定の考え方） 

安全・安心な水を安定供給するため、県内全ての水道事業体の経営が安定していることを目指して設定した。 

 

 

 

  

 
※１ 全事業体数は、ビジョン策定時点（R２年度）は 22 事業体であったが、R４年 11 月に広島県水道広域連合企業団が設立したため、現在  

（R６年度）は８事業体（広島県水道広域連合企業団、広島市、呉市、尾道市、福山市、大竹市、海田町、安芸太田町） 
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○ 新たな手口の犯罪の出現等により、刑法犯認知件数が増加傾向に転じており、継続的に行ってきた

「減らそう犯罪」広島県民総ぐるみ運動の取組を更に推進する必要があります。 

○ 特殊詐欺の被害は、幅広い世代で発生しており、また、インターネット上の多様なサービスの普及に伴

い、誰もがサイバー犯罪の被害に遭う可能性があることから、県民の防犯意識の向上を図る取組などを

推進する必要があります。 

○ 交通事故死者数・重傷者数・発生件数の減少傾向を維持しつつ、新たなモビリティの登場による交通

主体の多様化や進展する高齢化が影響する交通事故の増加を抑止していく必要があります。 

また、信号機や道路標識等の老朽化が進んでいることから、誤作動や倒壊防止などのために維持管

理・更新等を推進していく必要があります。 

○ 犯罪被害者等の被害の回復や軽減を早期に図ることができるよう、必要な支援を必要な時期に途切

れなく受けることができる環境を整える必要があります。 

○ 社会の飛躍的なデジタル化の進展や高齢化の進行などに伴い、消費生活における課題が複雑化、多

様化しており、安全・安心な消費生活の確保に向けて取り組む必要があります。 

○ 生産規模の拡大や流通の広域化により、製品に不備等があった際の健康被害が広範囲に及ぶおそ

れがあるため、食品の衛生管理を徹底する必要があります。 

○ 人口減少による給水収益の減少や施設の更新費用の増加など、今後、水道事業は経営悪化が見込

まれており、市町によっては現行の水道サービスの維持が困難になるおそれがあるため、持続可能な水

道事業に向けた経営基盤の強化を図る必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① 県民総ぐるみ運動の推進 

犯罪情報の発信や効果的な防犯教室などにより、県民の防犯・規範意識を高め、多様な主体による

自主防犯活動を活性化します。また、新しい手口の犯罪に対処し、県民生活の安全・安心を守る取組を

推進します。  

② 新たな犯罪脅威への対処 

デジタル技術の活用により犯罪捜査体制の高度化を図るなど、特殊詐欺、サイバー犯罪等の犯罪脅

威に対処し、これらの犯罪を抑止する警察活動に取り組みます。 

③ 交通事故抑止に向けた総合対策 

交通安全施設の整備や自動運転技術の実用化を踏まえた交通事故抑止対策、ライフステージに応じ

た段階的かつ体系的な交通安全教育、重大事故に直結する違反に重点を置いた交通指導取締りなど、

交通事故を未然に防ぐための総合的な対策を推進します。 

④ 犯罪被害者等への支援 

犯罪被害者等の置かれた状況に対する県民の理解を深め、被害者等に適切な支援を行うため、被害

者支援に携わる関係機関や市町と連携し、被害者支援のワンストップ化などの環境整備を促進します。

また、被害の潜在化しやすい性犯罪・性暴力に対しては、｢性被害ワンストップセンターひろしま｣において

引き続き２４時間３６５日相談対応を行い、医療や法律等の専門的支援を行います。 

⑤ 安全・安心な消費生活の確保 

多様な主体が連携し、県民が消費生活に必要な知識を身につけ、被害に遭わない力を養う消費者教

育・啓発を推進します。また悪質な事業活動の監視・指導や、県・市町の相談窓口機能の維持向上、高

齢者など配慮を要する消費者の被害の防止等に取り組みます。 

⑥ 食品の安全・安心確保対策 

生産者、事業者、消費者及び行政が相互に協働して、生産から加工、流通、消費に至る各段階での

食品の特性に応じた安全・安心確保対策を推進します。 

⑦ 水道事業の広域連携 

持続可能な水道事業を実現するため、市町の枠にとらわれない、県内水道事業の広域連携を推進し

ます。 

 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 犯罪情報の発信や効果的な防犯教室などにより県民の防犯・規範意識を高め、多様な主体による自主防犯

活動を活性化するとともに、特殊詐欺、サイバー犯罪等の犯罪脅威に対処し、これらの犯罪を抑止する警察活

動を進めます。  
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環 境 

○ 県民や事業者が地球温暖化をはじめとする環境問題の重要性を共有し、環境と共生した生活ス

タイルや事業活動が定着することにより資源循環・自然共存社会が実現し、環境への負荷の少な

い持続可能な社会が構築されています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けて、省エネ住宅や省エネ家電等の普及・拡大や、生産・

加工・流通・消費の各段階における省エネルギーの徹底、再生可能エネルギーの活用が進み、

二酸化炭素の排出をできるだけ抑えた暮らしや事業活動が定着しています。加えて、資源として

の二酸化炭素の再利用や石油由来プラスチックからの代替などを促進し、環境と地域経済の好

循環を図りながら、広島型カーボンサイクル構築の取組が加速しています。 

○ 大気・水・土壌等が環境基準に適合した状態が引き続き保たれています。また、海洋プラスチッ

クごみによる新たな汚染がゼロになる仕組みの構築や、海洋生分解性プラスチック等の開発・普

及促進の取組が進んでいるとともに、かき養殖に由来するごみの流出防止対策の徹底が図られる

ことにより、本県の宝である瀬戸内海の環境が保全されています。さらに、これらの情報が県民へ

適切に発信されることで、安全・安心に生活できる良好な地域環境が確保されています。 

○ 廃棄物が適正かつ効率的・安定的に処理されているとともに、新たな資源の投入量・消費量を

抑えつつ、発生した廃棄物が素材ごとに高度に選別され、資源として再生利用されることにより、

循環経済が構築されています。 

○ 自然公園等施設が、身近な自然や生きものとのふれあいの場として、安全で快適に楽しみなが

ら県民に広く利用されているとともに、貴重な生きものに関する環境学習や保護活動の情報が得

られ、自然環境保全や野生生物保護管理の重要性の理解が深まっています。 

〇 県民や事業者が環境問題を自らの問題として捉え、環境と経済・生活のどちらかではなくどちら

も追求する社会となるよう、環境保全に取り組む人材が育成され、地域や企業において具体的な

活動が行われています。 

目指す姿（５年後） 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

温室効果ガス排出量（削減率） 5,903 万ｔ 

（H25） 

4,725 万ｔ 

(▲19.9％) 

（R３） 

3,574 万ｔ 

（▲39.4％） 

（目標設定の考え方） 

H25 実績値を基準とし、2050 年ネット・ゼロの実現に向けた国の地球温暖化対策計画に基づき、排出削減量

（2,329 万 t）を算出することにより目標を設定した。 

大気環境基準達成率（二酸化硫黄、一酸化炭

素、二酸化窒素） 

水質環境基準達成率（重金属等有害物質） 

ダイオキシン類環境基準達成率（大気、公共

用水域、土壌） 

100％ 

（R２） 

全て 

100％ 

（R６） 

100％ 

（目標設定の考え方） 

人の健康に関わる有害物質の環境基準（達成すべき行政目標）であるため、達成率 100％の継続を目指して設

定した。 

３品目(ペットボトル、プラスチックボトル、レジ袋)

の海岸漂着物量 

8.4t  

（R１） 

1.5t 

（R６） 
1.06t 

（目標設定の考え方） 

「2050 輝く GREEN SEA 瀬戸内ひろしま宣言」において目標としている、瀬戸内海に新たに流入する海洋プ

ラスチックごみのうち、特に海岸漂着物量の多い主要３品目（ペットボトル、プラスチックボトル、レジ袋）の新たな

流出を R22 までにゼロとすることを目指して設定した。 

産業廃棄物の再生利用率※１ 
68.5％ 

（H30） 

70.5％ 

（R５） 
71.2％ 

（目標設定の考え方）  

国の目標設定に準じ、製造業等から排出される産業廃棄物の再生利用率等の向上を目指して設定した。 

「暮らしている地域では、身近に自然を感じるこ

とができる」の偏差値 
－ 

53.1 

（R６） 
54.2  

（目標設定の考え方） 

都市規模が同程度である地方中枢都市を有する都道府県の偏差値の平均（54.2）を上回ることを目指して

設定した。 

環境保全活動に取り組んでいる県民の割合 
59.9％ 

（R２） 

69.8％ 

（R５） 
75.0％ 

（目標設定の考え方） 

環境保全に関する具体的な活動が広く行われている状態となるため、国の類似の調査における水準を超えること

を目指して設定した。 

 

 

 

 

 

  

 
※１ 令和 12 年度までに大規模施設の休廃止が予定されていることを踏まえ、算出方法の見直しを R７年度に実施 

  ≪参考≫R7 年度見直し前の方法による算出値は 74.9％（H30） 
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○ 温室効果ガス排出量は減少しているものの、依然として、地球温暖化に歯止めがかかっておらず、異

常気象による大雨等の災害発生や農林水産物・健康・生態系などへの影響が顕在化しており、国際的

な気候変動への対応として、二酸化炭素やフロンなど温室効果ガスの削減、森林等による吸収、カーボ

ンリサイクル技術等による活用等、資源循環をより一層促進していく必要があります。 

○ 県民の健康を保護する上で、大気・水・土壌に関連する有害物質の環境基準を満たし維持することに

より、良好な地域環境を確保する必要があります。また、かき養殖に由来するものも含め、瀬戸内海海

岸に多くの海洋プラスチックごみが確認されるため、プラスチック代替素材への転換や流出防止対策、

清掃・回収の取組を一層推進する必要があります。 

○ 資源生産性・循環利用率を高める取組を一段と強化するためには、従来の大量生産・大量消費・大

量廃棄型の社会から、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する社会への移行を推進す

る必要があります。 

○ 都市化やデジタル化の進展により、自然体験の機会が減少しており、特に子供の自然への関心低下の

一端となっていることから、自然へ関心を引くようなきっかけをつくる必要があります。 

また、絶滅が危惧される貴重な生きものについて、生物多様性を維持する観点から県民への理解を

深める必要がある一方、ツキノワグマ等の市街地などへの出没について、適切な管理により県民の不安

を解消する必要があります。 

○ 環境保全行動への県民や事業者の関心は高まっていますが、実際の行動に十分つながっていませ

ん。持続可能な社会の構築に向けて、環境と共生した活動への理解や実践が求められていることから、

県民や事業者の自主的な取組を促進する必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けた地球温暖化対策の推進 

ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けて、家庭における省エネ機器などの選択や脱炭素型ライフスタ

イルへの転換を一層促すとともに、脱炭素経営視点での省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導

入を促進します。また、国との連携等により、産業活動から排出される二酸化炭素を分離・回収し、原材

料として利用するカーボンリサイクル技術の実用化に向けた開発やバイオマスプラスチック等の再生可能

資源への適切な代替などを促進し、環境と地域経済の好循環を図りながら、地域の特性を生かした広島

型カーボンサイクルの構築を促進します。 

また、これらの取組に加え、防災・減災、農林水産、健康、自然生態系などの各分野における気候変

動への適応について、情報収集や、普及啓発、調査・研究などに取り組みます。 

② 地域環境の保全 

工場の監視・指導等を通じて、地域における大気・水・土壌環境の良好な状態の確保・維持に取り組

みます。また、瀬戸内海の環境保全に向け、再生利用できないワンウェイプラスチックの削減及び代替素

材製品の社会実装化、かき養殖に由来するごみの流出防止対策、並びに地域での海岸清掃活動への

支援などに、関係府県との連携を図りながら取り組みます。 

③ 廃棄物の適正処理と地域の資源循環の推進 

監視・指導等を通じて廃棄物の適正処理を確保するとともに、製造業や小売業とリサイクル事業者等

が連携した、プラスチック等の資源性廃棄物の回収・選別・再資源化の技術実証や設備投資の支援、

再エネ関連製品のリユース・リサイクル体制の構築などにより、地域の資源循環を推進します。 

④ 自然環境と生物多様性の保全 

県民のニーズ等を踏まえ、県民の自然への関心が向上するよう自然公園等施設の魅力を高め、かつ

その効果的な発信に取り組みます。 

また、絶滅が危惧される貴重な生きものの保全につながる啓発活動等を行うことにより、自然環境保

全や野生生物保護の理解を高めるとともに、ツキノワグマ等の出没時に適切に対処できる仕組みの構築

や出没しにくい環境づくり等を進め、県民の安全を確保しながら、野生生物との共生を図ります。 

⑤ 県民・事業者の自主的取組の促進 

持続可能な社会の構築に向けて、ＳＤＧｓを基調とした考え方に基づき、環境保全に関する意識醸成

につながる啓発活動等を行うことにより、県民・事業者の自主的な取組を促進します。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 環境と経済が両立した持続可能な発展に向けて、ひろしまネット・ゼロカーボン社会の実現や、海洋プラスチッ

クごみ対策を軸とした循環経済の形成等の取組を進めます。 
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○ 広島県を訪れる国内外の多くの人々に、平和への想い、穏やかな瀬戸内や里山といった自然と

暮らしが一体となった情景、古代から戦後の復興までの重層的な歴史・文化、食などの多彩な魅

力を通じた、本県でしか得られない価値を提供することで、日本を代表する観光地として評価さ

れ、そのことについて県民や事業者が誇りを持っているとともに、観光が県経済を支える産業の一つ

となっています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ 真に価値のある観光プロダクトや多彩で魅力的な観光資源が整っていることで、観光地としての

「ひろしまブランド」や「瀬戸内ブランド」の認知が高まり、広島県を訪れた国内外の多くの人々が、本

県でしか得られない価値に触れ、「もう一度、時間をかけて体験したい」、「ほかの魅力にも接してみ

たい」と思っていただける観光地となっています。 

○ 高齢者や外国人を含めた全ての観光客がストレスなく、快適に過ごせているとともに、地域住民の

生活環境が維持・向上しています。また、自然災害発生時等にも観光客の安全が確保され、便利

に安心して旅行できる環境が整っています。 

○ 国内外の多くの方から高く評価され、選ばれる観光地となっていることについて、県民や観光関連

事業者が誇りを持っており、県民一人一人が、より一層「おもてなし」の心を持って観光客に接して

います。 

〇 高まった魅力や評価から得られる誇りを背景に、県民や幅広い事業者が新たに観光に携わり、イ

ノベーションに挑戦し続けることにより、急激な環境変化にも柔軟に対応しています。 

〇 その結果、広島県のブランド価値がより高まり、更なる来訪の増加や評価の高まりにつながるとい

った好循環が生まれており、基幹産業であるものづくり産業に加え、観光が県経済の成長を支える

産業の一つとなっています。 

 

目指す姿（５年後） 

観 光 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

観光消費額 4,410 億円 

（R１） 

5,918 億円 

（R６） 
8,000 億円 

（目標設定の考え方） 

観光が県経済の成長を支える産業の一つとなることを目指し、平成 28 年（4,062 億円）から倍増させていくこ

とを目指して設定した。 

観光客の満足度 
73.4％ 

（R１） 

79.9％ 

（R６） 
90.0％ 

（目標設定の考え方） 

リピートによる総観光客数の増加や、観光地での消費意欲の喚起による観光消費額単価の上昇に不可欠な要素

であることから、現状値も踏まえて、多くの観光客が満足している状態を目指して設定した。 

観光地としての広島県を誇りに思う住民の 

割合 

72.6％※1 

（R１） 

60.6％ 

（R６） 
90.0％ 

（目標設定の考え方） 

観光は経済的な面だけではなく、来訪者と地域住民の相互理解や交流の促進などを通じて、県民の潤いのある

豊かな生活にも貢献するものであることから、観光地としての広島県を誇りに思う住民の割合を目標とし、観光客の

満足度と同様に、目標を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※1 ≪参考≫せとうち７県の県民満足度調査の広島県の割合 

○ 人口減少や少子化・高齢化等による国内旅行市場の縮小や、外国人観光客の誘致競争の激化に加

え、観光客の訪問先が嚴島神社、原爆ドームの二つの世界遺産を中心とした主要観光地に偏り、県内

の各地域が有する地域資源のポテンシャルが十分に評価されていないことから、県内各地域で「泊まる・

食べる・楽しむ」の更なる充実や受入環境の整備、情報発信・体験機会の提供を通じて周遊・宿泊を促

進し、観光振興の経済効果を県域全体に波及させる必要があります。 

○ 人手不足の顕在化などに加え、物価高騰や人件費の上昇など、観光関連事業者を取り巻く厳しい経

営環境に対応できる持続可能な観光産業の確立を図っていく必要があります。   

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① ブランド価値の向上につながる魅力づくり 

市町等と連携し、国内外の観光客の新たな観光ニーズに対応した観光プロダクトの開発や磨き上げを

進めるとともに、県内に点在する観光資源やプロダクトを、テーマやストーリーで結び付けた周遊ルートを形

成することなどにより、滞在時間の延長や観光地としてのブランド価値の向上につながる新たな魅力づくり

に取り組みます。 

② 誰もが快適かつ安心して楽しめる受入環境整備 

外国人観光客を含む全ての観光客が、地域住民の生活環境との調和を図り、その維持・向上にもつ

ながるよう配慮しながら、快適かつ安全・安心に周遊観光を楽しむことができ、何度も訪れていただけるよ

う、受入環境の整備等に取り組むとともに、高まった魅力や評価から得られる誇りを背景に、観光関連事

業者などのおもてなし意識の更なる向上と実践に取り組みます。 

③ 広島ファンの増加 

広島ならではの魅力や観光情報を的確に発信することにより、国内外からより多くの観光客が広島を訪

れ、広島を高く評価し、ＳＮＳ等で自ら広島の魅力を発信する広島ファンの増加に取り組むことで、来訪者

の更なる増加やブランド価値の向上といった好循環につなげます。 

④ ３つの柱（「ブランド価値の向上につながる魅力づくり」「誰もが快適かつ安心して楽しめる受入環境整

備」「広島ファンの増加」）を支える土台づくり 

新たな観光人材の育成・確保やデジタル技術を活用した生産性向上、観光関連事業者におけるサー

ビスの高付加価値化の推進等に取り組むことで、自立的・継続的な観光産業の確立を図っていきます。 

⑤ 「おいしい！広島」の推進 

ひろしまは美味しさの宝庫であることの認知・共感を高め、観光消費額の増加や農林水産物の消費拡

大につなげられるよう、多様な主体と連携し、ブランドイメージを向上させる新たな強みの創出、多彩な食

資産の磨き上げなどを行うとともに、食の魅力発信に取り組みます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 観光業界の人手不足等を背景に、新たな観光人材を育成・確保するための取組やデジタル技術等を活用し

た業務効率化など、観光産業を支える土台づくりを進めます。 

○ 県民及び県外からの来訪者にひろしまの多彩な食資産が十分に評価されていないことから、ひろしまは美味

しさの宝庫であることの認知・共感を高める取組を進めます。 
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スポーツ・文化 

○ 地域の多彩なスポーツ資源に対する県民の認知が高まり、それらを活用した地域づくりの取組が

県内各地で盛んになることで、地域への愛着や誇りの醸成につながっているとともに、新たな賑わ

いの創出や地域経済の活性化などの成果が現れ始めています。 

○ 多くの県民が野球やサッカーといった身近なスポーツに限らず、都市と自然の近接性という本県

の強みを生かし、マリンスポーツやウィンタースポーツ、アーバンスポーツ、eスポーツといった多様

なスポーツを楽しんでいます。 

○ 県民それぞれの思いや環境に合わせて気軽にスポーツを「する」ことに加え、県内のトップチーム

やアスリートの活躍を「みる」ことや、スポーツボランティアなどのスポーツ活動を「ささえる」など、県

民誰もが様々な形でスポーツを楽しむことで、健康と豊かさを実感しています。 

○ パラスポーツについて県民の認知が高まり、障害の有無や、年齢、性別を問わず、誰もが参画

し、楽しむことで、スポーツが多様性を認め合うきっかけとなっています。 

○ 自らの資質や志向に応じた挑戦ができる良質なスポーツ実施環境により、県民一人一人のスポ
ーツを通じた夢や希望への挑戦につながっています。 

○ 県民一人一人が、それぞれの価値観やライフスタイルに応じて文化芸術を楽しみ、生活に安らぎ

や幸せなどの豊かさをもたらすという実感が広がっています。 

○ 県内の豊かな自然や歴史、風土に培われてきた特色ある文化芸術や、地域で新たに生まれた

多彩な文化芸術の魅力が、広く県民に親しまれ、地域への愛着や誇りの醸成につながっていま

す。 

目指す姿（５年後） 

○ 広島東洋カープや広島交響楽団といった戦後復興の象徴として県民と支え合い、歴史をともに築

いてきたプロフェッショナル団体等の取組や、駅伝や広島神楽など、地域が大切に育んできた、全

国にも誇れるアマチュア団体等の取組によって積み重ねられてきた「広島のスポーツ・文化の伝

統」に、時代が求める新たなスポーツや文化芸術の要素を取り込みながら、更に磨いていくことで、

地域への愛着や誇りの醸成が進み、地域経済の活性化にも結びついています。 

○ 県民一人一人が、それぞれの価値観やライフスタイルに応じてスポーツや文化芸術を楽しむこと

で、健康や心の豊かさを実感し、彩りや潤いのある生活を送っています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

スポーツを楽しめることを誇りに思う県民の割合 52.4％ 

（R１） 

61.9％ 

（R７） 
65.0％ 

（目標設定の考え方） 

スポーツアクティベーションひろしまが中心となって、スポーツの多彩な楽しみ方を提供していくことで、10 年間で

10 ポイント以上の増加を目指して設定した。 

週に１日以上のスポーツ実施率 

県：41.8％ 

（国：53.6％） 

（R１） 

50.3％ 

（R７） 
65.0％ 

（目標設定の考え方）  

国の第２期スポーツ基本計画において「成人の週に１日以上のスポーツ実施率」を 65％程度としていることに準

じて目標を設定した。 

文化芸術に親しみ、生活に安らぎや幸せなどの

豊かさを実感している県民の割合 
－ 

58.5％ 

（R６） 
63.5％ 

（目標設定の考え方） 

文化芸術に親しみ、生活に安らぎや幸せなどの豊かさを実感している県民を R32 までに 80％以上に増加さ

せることを目指し、平均増加率１％を最大限達成するものとして設定した。 

広島や地域に愛着や誇りを感じる文化芸術が

あると感じる県民の割合 
－ 

49.6％ 

（R６） 
53.4％ 

（目標設定の考え方）  

県内の豊かな自然や歴史、風土に培われてきた特色ある文化芸術や、地域で新たに生まれた多彩な文化

芸術の魅力が、広く県民に親しまれ、地域への愛着や誇りの醸成につながるよう、国の類似調査において最も割

合が高い地域の水準を参考に設定した。 
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〇 各地域に根付いたスポーツや、幅広いスポーツが体験できる豊かな自然環境といった多彩なスポー

ツ資源を、新たな賑わいの創出などの地域活性化につなげていく必要があります。 

〇 県内には、野球やサッカーに加え、バスケットボール、バレーボール、ハンドボール等多くのトップスポ

ーツチームが存在し、国内外で活躍している様々なジャンルのトップチームの観戦ができるものの、一

部のスポーツチーム以外は県民に広く浸透していないため、情報発信や選手との交流機会の創出な

ど、より多くのスポーツを観戦できる環境の充実に取り組む必要があります。 

〇 本県の「成人のスポーツ実施率」は全国平均を概ね下回って推移しているほか、全国と比べて平均

寿命は長いものの健康寿命が短いといった状況もあることから、県民誰もが生涯にわたってスポーツに

関わり、楽しむ環境づくりに取り組む必要があります。 

〇 パラスポーツに触れる場や機会が少ないため、「パラスポーツに関心を持っている県民の割合」は横

ばいで推移しており、パラスポーツについての県民の認知や参画を促していく必要があります。 

〇 ジュニア世代における競技人口の減少によるスポーツ活動の制限や指導者不足など、競技レベルの

低下が懸念されています。こうした中にあってもスポーツ競技力を向上させていくため、競技団体等と

連携し、自らの資質や志向に応じた挑戦を後押しする良質なスポーツ実施環境やアスリートの育成環

境の整備に取り組む必要があります。 

○ 県民の価値観やライフスタイルが多様化する中で、生活に安らぎや幸せなどの豊かさをもたらす文化

芸術の本質的な価値や直接体験の意義が再認識されています。一方で、文化芸術により生活に豊か

さがもたらされているという実感が十分に広がっていないため、県民が実感できるよう取り組む必要があ

ります。 

○ 県内の豊かな自然や歴史、風土に培われてきた特色ある文化芸術や、地域で新たに生まれた多彩

な文化芸術の魅力が、身近な存在として県民に十分に親しまれていないため、県民がその魅力を感じ

られるよう取り組む必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① スポーツを活用した地域活性化 

県内各地域が取り組む地域の特色あるスポーツ資源を活用した地域活性化に向け、戦略立案や関係

団体等とのネットワークの構築、関連情報の発信等を支援します。 

「トップス広島」や企業、大学等と連携し、県内トップスポーツチームやアスリートの情報発信や県民との

交流機会の創出など、トップスポーツの観戦への誘客、県民の満足度の向上等に取り組みます。 

② 誰もがスポーツに親しむ環境の充実 

県民がスポーツに身近に接する機会を増やすため、スポーツや運動の実施に加え、観戦やボランティ

ア参加など、多様な関わり方を促す環境を整備するとともに、スポーツ施設の利便性向上や利用者の安

全確保に取り組みます。 

スポーツや運動の実施については、県民の世代やライフステージごとのニーズに応じた運動習慣化の

きっかけづくりに取り組みます。 

また、障害の有無等を問わず誰もが参画できるパラスポーツについて、県パラスポーツ協会や市町等

と連携し、普及啓発や、パラスポーツに接する場・機会の充実、競技力の向上に取り組みます。 

③ スポーツ競技力の向上 

競技団体等と連携し、子供の能力や意欲に応じ、挑戦したい競技や好きなスポーツに出会える機会の

創出から、中学校期・高校期までの一貫した育成システムを提供します。また、アスリート育成パスウェイ

の整備や指導者確保、スポーツ医・科学のエビデンスに基づいた育成・強化等に取り組みます。 

④ 文化芸術を楽しめる機会の充実と魅力発信 

若者やファミリー層など、幅広い世代のニーズに応じた身近な文化芸術の魅力発信に取り組むととも

に、美術館や縮景園等での鑑賞機会の充実や文化芸術活動の発表機会の提供、博物館や資料館等で

の歴史文化に触れる機会の提供などを通じて、市町や民間等とも連携しながら県民一人一人が、それぞ

れの価値観やライフスタイルに合った文化芸術を楽しめる機会の充実を図ります。 

また、広島交響楽団や広島神楽などの広島の多彩な文化資源の魅力を県内外に発信する取組の支

援や、文化財などの地域の歴史文化を親しむことができる環境整備に取り組みます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 県民の誰もがスポーツを楽しむことで健康と豊かさを実感し、スポーツの力によって本県及び地域社会への

愛着や誇りが醸成され、スポーツを通じて夢や希望に挑戦できる社会の実現に取り組みます。 

○ 若者やファミリー層など、幅広い世代のニーズに応じた身近な文化芸術の魅力発信に取り組むとともに、美術

館や縮景園等での鑑賞機会の充実や文化芸術活動の発表機会の提供、博物館や資料館等での歴史文化に

触れる機会の提供などを通じて、市町や民間等とも連携しながら県民一人一人が、それぞれの価値観やライフ

スタイルに合った文化芸術を楽しめる機会の充実を進めます。 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

核兵器廃絶に向けた国際的な合意形成 

合意形成方策の

検討 

（R2） 

合意形成に向けた

働きかけを実施 

（R６） 

多国間枠組みに 

核兵器国を含む

全ての国が参加 

（目標設定の考え方） 

核兵器廃絶のためには、核兵器国を含む全ての国連加盟国の参加が不可欠であり、そのためには、各国の合意

形成を図る必要があることから、目標として設定した。 

 

  

○ 核兵器問題が人類及び地球全体の持続可能性に対する脅威であるという認識のもと、核兵器の

存在を前提としない、新たな安全保障政策が策定されています。また、核兵器廃絶に向けた多国

間枠組みに、核兵器国を含む全ての国が合意・参加し、核兵器廃絶の実現に向けた具体的な道

筋が明らかになっています。 

○ 核兵器廃絶や平和構築に向けた取組を世界で実践できるよう広島で平和を学んだ将来を担う若

い世代が、様々な形で平和を希求する活動に持続的に関わることで、世界中に共感の輪が広が

り、国際社会に影響を与え、安心して暮らせる平和な世界の実現に貢献しています。 

○ 賛同者の拡大に伴い、平和に関する人材、知識・情報、資金などの資源が、国内外から、広島へ

持続的に集積され、広島が、平和に関する諸課題を解決に導く国際平和拠点として世界中から認

知され、平和への期待が集う場所としての役割を発揮しています。 

 

目指す姿（５年後） 

○ 世界で最初の被爆地広島が、平和に関する資源が集まり平和のための活動が効果的に生み出さ

れる国際平和の拠点としての役割を果たし、核兵器のない平和な世界の実現に具体的に貢献して

いくことで、世界中の全ての人たちが、核兵器による脅威から解放され、安心して暮らしています。   

あるべき姿（概ね 30 年後） 

平 和 
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○ 安全保障環境が厳しさを増す中、核兵器に対する依存の高まりや国家間の分断が進行しており、核抑

止に頼らない安全保障の在り方に関して議論することが一層困難になっています。このため、こうした中

においても、引き続き、新たな安全保障政策の策定に向けた研究活動を継続・発展させていく必要があ

ります。 

○ 令和６年の国連未来サミットにおいて、核兵器問題が地球規模で解決すべき課題の１つとして位置づ

けられたほか、核兵器問題と社会的諸課題とのつながりに着目して活動する若い世代によるグループも

出現してきています。こうした中で、多国間枠組みである国連の次期開発目標に、核兵器問題が位置づ

けられるよう、各国政府への働きかけや多様な主体との連携を強化していく必要があります。 

○ 被爆の実相を伝えてきた被爆者の高齢化が進んでいる中においても、日本原水爆被害者団体協議

会のノーベル平和賞受賞による核のタブーへの関心の高まりを追い風に、核兵器廃絶や平和構築を担

う人材の育成に取り組む必要があります。 

○ 核兵器廃絶に向けた国際的な合意形成に向けた取組を持続可能なものにしていくためには、世界の

多様な主体からの賛同を集めるとともに、平和に関する人材、知識・情報、資金などが集積する仕組み

を整備する必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 

① 核兵器廃絶に向けた新たな政策づくりと多国間枠組みの形成 

核兵器廃絶に向けて、ストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）や英国王立防衛安全保障研究所（ＲＵ

ＳＩ）などの世界的な平和研究機関と連携し、核抑止に替わる新たな安全保障政策づくりを進め、その政

策について各国の賛同を得ることにより、核兵器のない平和な世界の実現に向けた多国間枠組みの形

成を図ります。 

② 多国間枠組みの形成を目指した国際社会への働きかけと賛同者の拡大 

国、国際機関、市民社会など多様な主体との協働や平和の担い手となる国際社会で活躍できる次世

代人材の育成により、平和の取組への賛同者を拡大していくことで、多国間枠組みの形成に向けた理解

促進と、核兵器廃絶に向けた国際的な機運醸成につなげていきます。 

③ 広島が有する経験や資源を生かした次世代平和人材の育成 

原子爆弾による徹底した破壊とその破壊からの復興を成し遂げた経験や平和と希望のシンボル性を生

かして、ユニタール（国連訓練調査研究所）広島事務所、ＪＩＣＡ（国際協力機構）中国センター、ひろしま

国際センターなどの国際的な人材育成機関や、広島大学などの県内教育機関との連携により、国際社

会において核兵器廃絶や平和構築に向けた取組を将来的に担う若い世代の人材育成を加速させます。  

④ 持続可能な平和推進メカニズムの構築 

経済界が企業活動を通じて平和へ関与していく機会の創出や、様々な主体の参画を促す情報発信

機能の充実など、世界から人材、知識・情報、資金などの資源を集積した持続可能な平和推進メカニズ

ムを構築し、国際的な平和研究機関をはじめ、各国政府、自治体、経済界やＮＧＯなど、様々な主体と

連携・協働することで、新たな安全保障の政策づくりや賛同者の拡大に取り組み、核兵器廃絶に向けた

世界的な行動を推進します。 

また、広島が国際平和拠点として期待される役割を発揮していくため、一般社団法人へいわ創造機構

ひろしま（HOPe）とも連携して、平和に関する資源の集積機能や平和に関する諸課題を解決に導くための

研究機能等を備えたセンター機能の確立に向けて、取り組みます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 核兵器廃絶と恒久平和に向けて、国際社会において核兵器廃絶や平和構築に向けた取組を将来的に担う

若者の人材育成を進めます。 
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○ 働き方改革などの進展により、女性、若者、高齢者、障害者、外国人など多様な人材誰もが、働

く上での不安や障壁を感じることなく、働きがいをもって思い思いの働き方にチャレンジし、地域や社

会とのつながり、望む経験の積み重ねや成長、理想のライフスタイルの実現など、働くことを通じた

人生の豊かさを実感しています。 

○ 企業においては、多彩な人材の視点やアイデア、パフォーマンスによる多様性が発揮されること

で、新たな商品やビジネスを創出していくイノベーション力や生産性の高い事業活動を展開していま

す。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ 県内企業において、人的資本情報の開示を起点に、可視化された人材に関する課題の解決に

向け、リスキリングや働きがいの向上など人への投資により人材の力を最大限に引き出す人的資本

経営が先駆的に進み、企業成長が実現しています。 

○ 様々な職場において、妊娠・出産・子育て等のライフイベントと両立しながら安心して働き続けるこ

とができる環境の整備が進み、出産等を契機に多くの女性が非正規雇用化する、いわゆる「Ｌ字カ

ーブ」が解消されるとともに、それぞれのライフステージごとに、希望する多様な働き方を選択するこ

とができ、職場において意欲高く、責任ある業務や役割にチャレンジする女性が増えています。 

○ 県内外の若者の県内企業への興味・関心や就業意欲が高まることにより、誇りや希望をもって県

内での就業と暮らしを選択する若者が増え、就職に伴う若者の転出超過数が縮小しています。 

○ 広島県への移住により、希望するライフスタイルや働き方が実現されることで、広島県の移住先と

してのブランドが確立され、東京圏等から移住者が高い水準で安定的・継続的に転入しています。 

○ 豊かな経験や知識など高齢者の強みを事業活動に生かしていこうとする企業が増え、県内企業

において、高齢者のニーズに応じた雇用の場が広がることにより、高齢者が現役世代と同様に、意

欲をもって働くことができる環境の整備が進んでいます。 

○ 障害者の就業意欲や個々の能力を積極的に生かしていこうとする企業が増え、障害者の雇用・

就労の場が拡大することにより、障害等の有無にかかわらず、意欲をもって働くことができる環境が

整うとともに、障害者がその能力や特性を生かして社会参画する機会が増え、経済的な自立が進

んでいます。 

○ 県内企業等において、外国人材の円滑な受入・就労に必要な環境が整えられ、外国人が地域と

つながりを深めながら、生活に必要な情報の共有が進むことにより、外国人が困ったときに相談でき

るなど、孤立することなく安心して生活し働くことができ、企業における戦力として活躍できる環境の

整備が進んでいます。 

目指す姿（５年後） 

働き方改革・多様な主体の活躍 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

リスキリングや女性活躍、働きがい向上など、人

への投資に取り組み、経営上の成果が現れて

いる企業の割合 

－ 
21.9％※１ 

（R６） 
30.0％ 

（目標設定の考え方） 

県内企業の概ね３社に１社が人的資本経営による成果を実感することが、人的資本経営が先駆的に進んでいる

状態と考え、目標を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※１ ≪参考≫「令和 7 年度広島県職場環境実態調査」における、働き方改革の取組による経営上の成果が発現している企業の割合 

○ 生産年齢人口の減少やＤＸ等の環境変化に柔軟に対応しながら企業の持続的な成長につながる人

的資本経営が着目されているものの、多くの県内企業では実践には至っていないため、従業員の働き

がい向上に向けた環境整備を進めるとともに、経営戦略に基づいて人材に投資し育成する取組を進め

る必要があります。 

○ 女性活躍推進法の施行・改正や働き方改革の進展などにより、女性活躍に向けた取組が進み、女性

の就業率は増加基調にあるものの、これまで以上に女性が再就職にチャレンジしたり、その意欲と適性

に応じて職場において能力を発揮できるよう、環境整備を進める必要があります。 

○ 学生等の県内就職の意識を醸成するには、就職活動に入る前の段階から県内企業の認知を向上さ

せ、興味関心を高める必要があります。 

また、県内企業が学生ニーズの多様化や採用活動の早期化などの環境変化に対応するためには、

自社の採用戦略を強化する必要があります。  

○ 移住先としての広島県の魅力が、東京圏等の移住希望者に十分に届いていないことから、より多くの
移住者を獲得するためには、情報発信やマッチング、受け皿づくりを総合的に進めていく必要がありま
す。 

○ 若者の広島への定着・回帰に向けた施策の効果を更に高めていくためには、若者の広島に対する印
象をポジティブなものに転換させるとともに、県と市町が一体となり、市町特性等を踏まえた施策立案を
行う必要があります。 

○ 高齢者の新規求職者は増加傾向である中、現状では 70 歳までの就業確保措置に取り組む企業

は限られており、高齢者がキャリアを生かし、より活躍できる環境整備に取り組む必要があります。 

○ 障害者の法定雇用率は上昇傾向にあり、今後もより規模の小さい企業に障害者雇用の義務化が進

むと考えられる中、障害者が県内企業に就労し、より活躍できる環境整備に取り組む必要があります。

さらに、障害を持つ新規求職者数は増加傾向であることから、企業とのマッチング機会の拡大や、多様

な働く場を増やしていく必要があります。 

○ 県内の外国人材は増加する一方、技能実習から特定技能への移行時に県外流出が多く発生してい

ます。今後、育成就労制度の施行に伴う転籍要件の緩和や特定技能移行要件の厳格化により、さらに

外国人材の県外流出が増加することも懸念されることから、外国人材が県内企業に定着する環境整備

に取り組む必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① 人的資本経営の促進 

人的資本経営の実践に向けた機運醸成を図るとともに、人的資本情報の開示に向けた企業への支援

に加え、リスキリングや働きがいの向上など、人への投資を進める企業への支援を行い、県内企業の人

的資本経営を促進します。 

② 女性の活躍促進 

経営層の意識改革や、県内企業における女性従業員の採用拡大、人材育成、管理職等への積極的

な登用などの取組に対する支援を強化するとともに、女性が、指導的立場で活躍するためのスキルやモ

チベーションの向上に資する取組を進めます。 

また、出産や育児等により離職した女性の再就職の支援や、男性の育児休業の取得促進に取り組

み、性別に関わらず誰もがライフイベントと両立しながら働くことができる環境を整備します。 

③ 若年者等の県内就職・定着促進 

高校生や大学生等が県内企業を知る機会を提供するほか、県内企業、県内外の大学等と連携し、

大学生と県内企業の交流の場づくりや就職マッチング支援を行います。あわせて、県内企業の採用戦略

の策定・実行を支援し、持続的な人材確保を後押しします。 

また、地方への移住に興味・関心を持つ層に対して、移住の受け皿となる市町等と連携し、興味・関心

に応じた魅力発信や、ニーズを踏まえたマッチングを行うことにより、広島県への移住を促進します。 

加えて、若者の広島での仕事や暮らしに対するポジティブイメージの浸透に戦略的に取り組むととも

に、地域の現状把握・分析から施策形成に至るまで、県と市町が一体となって、広島への定着・回帰につ

ながる実効性の高い事業を創出します。 

④ 高齢者の就労促進 

高齢者雇用に対する県内企業の理解促進を図ることにより、70 歳までの就業確保措置に取り組む企

業を増やし、雇用延長やキャリアを生かした転籍、マッチング機会の提供などの就労支援を進めます。 

⑤ 障害者の活躍促進 

障害者の雇用・就労の促進につながるよう、県内企業に対し、障害者雇用の義務や助成制度、優良

事例の情報発信等に取り組むとともに、就職を希望する障害者の特性に応じた職業訓練を実施します。

また、企業と福祉施設の連携による業務創出などの就労支援を進めます。 

⑥ 外国人が円滑かつ適切に就労し、安心して生活できる環境整備 

外国人材を受け入れる県内企業等に対し、外国人材の定着促進につながる取組への支援を行うとと

もに、共生の仕組みづくりなど外国人が安心して生活できる環境の整備を進めます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 性別に関わらず誰もがライフイベントと両立しながら働くことができる環境整備に向けて、出産や育児等により

離職した女性の再就職の支援や企業内での登用促進、男性の育児休業の取得促進の取組を進めます。 

○ 生産年齢人口の減少やＤＸ等の環境変化が進む中で、変化に柔軟に対応しながら企業の持続的な成長を

目指す人的資本経営の取組を進めます。 

○ 若者が広島県での就業と暮らしを選択したいと思えるよう、高校生や大学生等が県内企業を知る機会を提供

するほか、県内企業、県内外の大学等と連携し、大学生と県内企業の交流の場づくりや就職マッチング支援を

進めます。 

また、地方への移住に興味・関心を持つ層に対して、移住の受け皿となる市町等と連携し、興味・関心に応

じた魅力発信や、ニーズを踏まえたマッチングを進めます。 

加えて、若者の広島での仕事や暮らしに対するポジティブイメージの浸透に取り組むとともに、県と市町が一

体となって、広島への定着・回帰につながる実効性の高い事業の創出を進めます。 
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産業イノベーション 

○ 国内外の多様な人材や企業が、広島に「集い」、「つながる」ことから創出されるイノベーションによ

り、基幹産業であるものづくり産業や観光関連産業に続く成長産業が創出され、ほかの地域より競

争優位性を有した力強い産業構造となっています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ ＡＩやデジタル技術等の技術革新などによる急激な環境変化に対応した「イノベーション立県」の

実現や更なる進化に向け、イノベーション力を強化し、県内産業の生産性の向上や、新たな付加

価値の創出などを進めることにより、働く人の賃金水準の向上の実現や、魅力的な仕事や雇用の

場を創出し、県経済が持続的に発展しています。 

○ 基幹産業であるものづくり産業が、新しいデジタル技術と一体化していくことにより、新たなビジネ

スモデルを創出するなど、更なる発展を遂げています。従来のものづくり技術・技能といった強み

を生かし、今後市場の成長が見込まれる分野において新しい価値を創出することで、これまでに

ない広島の強みを生かした産業が出現しています。 

○ 広島県が「イノベーション創出拠点」であると国内外に広く認識され、企業・大学・金融機関・行

政などのプレイヤーのつながりにより様々なオープン・イノベーションが生まれることで、更に新たな

国内外の多様な人材や企業が集積し、チャレンジする好循環が構築されています。 

○ 国内外の働く人や企業に、広島県のビジネス環境等の魅力が広く認識され、生産性の高い企

業や多様な高度人材が集積することで、更に新たな企業の投資へつながる好循環が構築されて

います。 

○ 創業や第二創業、企業の成長につながる事業承継が活発に行われ、県経済を牽引する企業

の育成・集積が進んでいます。 

○ 県内企業が、デジタル技術等の技術革新に適応し、持続的な経営改善等に取り組み、生産性

向上を推進することにより、県経済が活性化しています。 

○ 県内企業が、それぞれの業種やステージに応じた海外展開にチャレンジし、海外市場の獲得に

つなげています。 

目指す姿（５年後） 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

県の取組による付加価値創出額 －※1 
2,364 億円 

（R５） 
5,000 億円 

（目標設定の考え方） 

他地域より競争優位性を有した力強い産業構造を目指し、基幹産業、バイオ・ヘルスケア関連分野、環境・エネ

ルギー分野、観光関連産業など、県の取組分野における 10 年後の付加価値額の推計値を基に目標を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※1  基幹産業、健康・医療関連分野、環境・エネルギー分野、観光関連産業など、県の取組分野における付加価値の推計額 

（R2）1 兆 1,800 億円 （R12）1 兆 6,800 億円 

※R12 から R2 の差額を付加価値創出額とし、R12 目標値として 5,000 億円を設定している。 

○ 基幹産業であるものづくり産業の業績は、新型コロナの影響から概ね順調に回復してきているものの、

国内市場の縮小や製造工程における付加価値の低下に加え、脱炭素や経済安全保障、急速なデジタ

ル化等の技術革新への適応が求められるなど、経済社会の情勢変化に柔軟に対応する必要がありま

す。さらに、次の基幹産業候補となる成長産業の芽が育ちつつあり、市場規模はなお拡大途上にあるこ

とから、広島の強みを生かしながら、先端・成長産業の育成・集積を進める必要があります。 

○ 社会のグローバル化・デジタル化の急速な進展とそれに伴う社会経済環境の急激な変化により、イノ

ベーションの重要性がますます高まる中、その担い手となる企業・人材やそれを支える資源は依然とし

て大都市圏に集中していることから、県内外の挑戦者・先駆者を集積させる仕組みを構築する必要が

あります。 

○ 企業誘致や投資の促進に当たっては、事業環境や生活環境など幅広い分野での魅力向上と、その

魅力を伝えるための発信力を強化していく必要があるとともに、労働力人口が減少している中でも、生

産性の向上等に係る投資を促進することで、産業競争力の向上につなげていく必要があります。 

○ 社会構造の変化に対応していくためには、新たなビジネスモデルへの転換を通じて、地域に新たな価

値をもたらす企業や、地域の中核となる企業が創出される環境整備を進める必要があります。 

○ 物価高や人手不足、先行き不透明な国際情勢の中で、人的・資金的な資源も限られている県内企

業が、組織風土改革や業務効率化を通じたイノベーションにより、付加価値を創出し、持続的な賃上げ

にもつなげていく必要があります。 

○ デジタル技術の発展等の社会情勢の変化により、県内企業等が抱える技術的課題は高度化、複雑

化、多様化しており、それぞれのニーズに基づいた支援を行う必要があります。 

○ 人口減少を背景とした国内マーケットの縮小やグローバル経済の進展により、国内外の企業との競争

が激化する中、県内経済が持続的に成長していくためには、県内企業が海外の成長市場を取り込み、

新たな需要を獲得するとともに競争力を高めていく必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① 基幹産業であるものづくり産業の更なる進化 

ものづくりにおける企画構想から事業・商品企画、研究・開発・設計、生産技術に至る付加価値の高い

領域を強化することにより、企業の競争力を高め、新たな価値を創造することで、基幹産業を更に進化さ

せます。 

② 広島の強みを生かした先端・成長産業の育成・集積 

生成ＡＩなど次世代の社会経済活動に不可欠なテクノロジーを支える半導体関連産業の集積の強化、

カーボンリサイクル技術を含む環境・エネルギー分野の産業集積の促進、ゲノム解析及び編集技術を基

盤としたバイオ関連産業の育成、ヘルスケア関連産業の成長促進、ものづくり技術・技能の集積を生かし

た航空機関連産業における市場拡大の促進など、付加価値の高い分野の育成・集積に取り組みます。 

③ イノベーション環境の整備 

共創を通じて試行錯誤ができるオープンな場の提供、新たなビジネスや地域の課題解決を志す挑戦

者の交流促進、新たなテクノロジーの導入支援やロールモデルとなるスタートアップの創出支援等を通

じ、「挑戦することが当たり前の土壌・文化」の形成に取り組みます。 

④ 企業誘致・投資の促進 

半導体、環境・エネルギー、バイオ・ヘルスケアをはじめとする成長分野の企業誘致や、製造業等を

中心とした生産性向上のための投資の促進に取り組むとともに、多様な人材や企業の集積を目的とした

デジタル系企業や本社・研究開発機能等の誘致に取り組みます。 

⑤ 県経済を牽引する企業の育成・集積 

創業の裾野拡大や第二創業を含めた創業を支援するとともに、企業の飛躍的・持続的な成長につな

がる事業拡大や新事業展開等の推進により、地域経済を牽引する企業の創出に取り組みます。 

⑥ 中小企業・小規模企業の経営改善による生産性の向上 

中小企業をはじめとした県内企業の持続的な経営改善による生産性向上を促進するため、支援機関

と連携し、イノベーションを生み出す組織づくりや、デジタル技術などを活用した業務効率化、新事業活

動等に向けた支援に取り組みます。 

⑦ 企業等の研究開発の支援 

総合技術研究所において、県内企業等が抱える様々な技術的課題の解決を支援することにより、既

存製品の改良、新製品開発、生産性向上等を実現し、幅広く事業者等の付加価値向上に取り組みま

す。 

⑧ 海外展開の促進 

海外ニーズに応じたプロダクトの発掘・価値向上や現地機関と連携したビジネスマッチングなど、海外

成長市場の更なる獲得に向けた支援に取り組みます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 生成ＡＩなど次世代の社会経済活動に不可欠なテクノロジーを支える半導体関連産業やカーボンリサイクル技

術を含む環境・エネルギー関連産業など、先端・成長産業の育成・集積に取り組むとともに、新たなビジネスや

地域の課題解決を志す挑戦者の交流促進や、ロールモデルとなるスタートアップの創出支援等を通じて、「挑

戦することが当たり前の土壌・文化」の形成に取り組むことで、若者を惹きつける魅力的な産業の集積を進めま

す。 
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農 林 水 産 業 

○ 企業経営を実践している農林漁業者をはじめ、多様な担い手が地域の生産基盤を有効に活用

することにより、生産性の高い農林水産業が展開されるとともに、安全・安心な農林水産物が安定

供給されています。 

○ 日本一のかきやレモンに加えて、「広島和牛」や「瀬戸内さかな」などの農林水産物を核とした新

たな食の産業が集積され、ひろしまブランドが向上しています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ スマート農業の実装が進むなど生産性の高い農業が確立され、企業経営を実践する経営体が

育成されています。その結果、農業の魅力が高まり、企業経営を目指す若い農業者も増加してい

ます。また、こうした経営体が農地を集積するとともに、多様な主体と連携しながら有効活用してい

くことにより、農産物の生産が拡大しています。 

○ 比婆牛や神石牛などの「広島和牛」が県民や観光客に喜ばれ、広島を代表する価値の高い食

資産のひとつとして認識されています。また、畜産経営体においては、生産体制と労働環境が整

った収益性の高い企業経営が確立されています。 

○ 県内人工林約 14 万 ha のうち、資源循環林４万 ha において、林業経営適地の集約化が進め

られ、経営力の高い林業経営体により、年間 40 万㎥の県産材が安定的に生産される持続的な

経営が開始されています。また、年間 40 万㎥の県産材が、生産から流通、加工、利用まで効率

的に流れ、社会において有効な資源として利活用されています。 

○ かき養殖においては、デジタル技術の活用や環境変化への対応により、効率的で持続可能な生

産体制が再構築され、全国一の生産量が維持されるとともに、国内をはじめ海外における販路が

広がっています。海面漁業においては、資源管理や漁場環境の整備などにより、安定的な漁獲量

の確保と供給体制の構築が進んでいます。さらに、かきだけでなく、「瀬戸内さかな」が広島を代表

する食資産として県民の誇りになっているとともに、観光客の訪問のきっかけになっています。 

目指す姿（５年後） 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

農業産出額（畜産物除く） 703 億円 
906 億円 

（R６） 
976 億円 

（目標設定の考え方） 

企業経営体の育成が進むなど、農産物の生産拡大に向けた取組が概ね順調に進捗しており、今後もスマート農

業の実装や担い手への農地集積などにより、地域の持続性を確保するとともに、経済として成長を実感できる状態

として、現状値から増加させる目標を設定した。 

広島血統和牛の取引額（広島食肉市場） 9.3 億円 
8.6 億円 

（R６） 
12.4 億円 

（目標設定の考え方） 

広島和牛を牽引する比婆牛や神石牛等の広島血統和牛が、県民や観光客に対して価値の高い食資産として認

知が高まっている状態と、その需要の増加に応じた生産が実現している状態として、目標を設定した。 

県産材（スギ・ヒノキ）生産量 34.8 万㎥ 
38.9 万㎥ 

（R６） 
40 万㎥ 

（目標設定の考え方） 

資源循環林４万 ha において、将来にわたって持続的な林業経営が行われている状態を実現するために必要な

県産材の年間の生産量を目標として設定した。 

かき生産量 17,200ｔ 
16,900ｔ 

（R６） 
17,000ｔ 

（目標設定の考え方） 

広島県のかき養殖漁場は、年間２万トンの生産量を支える能力を有するものの、近年の海水温の上昇や海の貧

栄養化の影響がより深刻化していることから、喫緊の課題であるへい死や成育不良の増加を食い止めながら、現状

の生産量を維持することを目指して設定した。 

海面漁業生産額 
65 億円 

（H28-R2 平均） 

68 億円 

（R１-５平均） 

70 億円 

（R８-12 平均） 

（目標設定の考え方） 

近年、減少傾向にある漁獲量を現行水準に維持するとともに、「瀬戸内さかな」が広島を代表する食資産に成長

することで需要が喚起されている状態として、現状値から増加させる目標を設定した。 
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○ 農業者の高齢化や労働力人口の減少等により、農業産出額の減少が懸念される中でも、条件不利な

中山間地域が大部分を占める本県で、持続可能な農業を行うためには、新規就農者の確保と企業経

営への発展による地域農業を支える担い手育成の仕組みづくり、生産性の高いビジネスモデルへの転

換、担い手への農地の集積・集約化などによる地域における農地の有効活用を一体的に進める必要が

あります。 

○ これまでの比婆牛ブランド化の取組により、県民や観光客への比婆牛の認知は広がっており、今後更

なる「ひろしまブランド」の価値向上に向けては、神石牛など他の銘柄牛のブランド戦略も検討する必要が

あります。 

また、ブランド化の進展に伴って、安定的に肥育用子牛が確保できる生産体制を構築するとともに、円

安や物価高など社会情勢の変化にも耐えられるよう、経営体質の強化を図る必要があります。 

○ 所有者や境界が不明な森林の増加などによる林業経営適地の集約化が進み難い状況や、木材価格

の低迷による採算性への不安などが影響し、再造林が進んでいない状況を踏まえ、長期的に安定した

林業経営の確立に向けて取り組む必要があります。 

○ 海水温の上昇や海の貧栄養化が水産業に影響を及ぼしていることから、かき養殖では、持続的で環境

にも配慮した養殖方法へ生産体制を見直すとともに、生鮮かきの将来的な国内需要の減少を見据えた

対応が必要です。 

○ また、海面漁業では、「瀬戸内さかな」が県民の誇りとなるよう、「こだわり漁師」や白身魚の魅力に焦点

を当てたブランド力の強化と流通の改善を進めるとともに、気候変動にも適応しながら水産資源を維持・

増大させ、漁獲量の減少に歯止めをかける必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 

① 地域の核となる担い手の育成 

経営発展を目指す担い手を確保するとともに、地域のモデルとなる企業経営体の育成に向け、発展段

階に応じたマネジメント力の向上や雇用環境の整備を支援します。 

また、若者が魅力を感じる企業経営を実現し、雇用就農者の確保に注力するとともに、安心して挑戦す

ることができる環境の整備、企業経営体からの独立経営の開始や経営継承を進めることにより、新規就農

者の確保に取り組みます。 

② 担い手の経営発展に向けた生産性の向上 

ロールモデルの育成等により、スマート農業技術の実装を加速させるとともに、「おいしい！広島」を支え

る魅力ある農産物の生産から販売までのバリューチェーン強化や、多様な業種の企業との連携によるイノ

ベーションの創出などを通じて、企業経営体の生産性向上を進めます。 

また、鳥獣被害対策や環境負荷低減対策を強化し、持続的な生産体制の構築に取り組みます。 

③ 担い手への農地集積と基盤整備・保全管理 

地域農業の目指す姿や農地の維持方針が地域での話し合いにより整理され、大規模な水稲経営や収

益性の高い園芸作物の生産など、農地の有効活用につながるよう支援します。 

また、効率的な営農作業が可能となるよう農地の大区画化や水利施設の整備などの基盤整備を行

い、担い手への農地集積・集約を加速させるとともに、多様な主体が連携しながら農地や農業用施設の

保全管理が可能となる体制づくりを支援します。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 
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④ 持続可能な広島和牛生産体制の構築 

比婆牛のブランド化によって高まった広島血統和牛のプレゼンスを生かし、神石牛などのブランド戦略

に波及させることで、代表的な食資産として「おいしい！広島」を支え、広島和牛全体の需要拡大につな

げるとともに、拡大した需要に対応できるよう、人工授精や受精卵移植などにより生産体制を強化すること

で、生産量の増加と流通量の確保に取り組みます。 

また、畜産経営の体質強化に向け、スマート技術の導入や自給粗飼料の確保などにより、収益性が高

く外的要因の変化に影響を受けにくい企業経営体の育成に取り組むとともに、畜産経営者の確保に向

け、企業経営体からの独立経営の開始や経営継承を進めます。 

⑤ 森林資源経営サイクルの構築 

林業経営適地の資源・所有者・境界などの情報の精度を高めることで、集約化を進めるとともに、森林

の適切な経営管理に必要な林業従事者の確保・育成や、再造林に必要な苗木供給体制の整備に取り

組みます。 

また、低コスト施業技術の導入や、増加している獣害への効果的な対策などにより、森林資源経営サ

イクルの収支が改善されるよう取り組みます。 

⑥ 森林資源利用フローの推進 

県産材の流通・加工体制の整備や、木材製品の販路の確保を図るとともに、住宅分野の需要の減少

に備えて、低層非住宅建築物の木造化・木質化を進めるなど、県産材の需要拡大に取り組みます。 

⑦ 持続可能なかき生産出荷体制の再構築 

環境変化に対応した科学的な根拠に基づく養殖管理方法への転換や、環境にやさしい養殖資材の活

用などを進めるとともに、海外にも販路を確保することで、持続的にかき生産が行える体制の再構築に取

り組みます。 

⑧ 「瀬戸内さかな」の安定供給体制の構築 

効果的な情報発信による「瀬戸内さかな」の更なるブランド力強化と流通拡大により、代表的な食資産

として「おいしい！広島」を支え、漁業経営の収益性向上を図り、担い手の確保・育成につなげるとともに、

資源管理や漁場環境の整備などにより水産資源の維持・増大を図ることで、「瀬戸内さかな」を持続的に

安定供給できる体制の構築に取り組みます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 生産性の高い持続可能な農業の実現に向けて、担い手の確保・育成、生産性の向上、農地の有効活用とい

った各施策を総合的に進めます。 

○ 海洋環境の変化やかき殻の堆積超過など、新たに顕在化している課題を踏まえ、持続可能なかき生産出荷

体制の再構築の取組を進めます。 
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持続可能なまちづくり 

〇 イノベーションを創出する基盤となる都市と、適度な開放空間があり、心身を癒してくれる自然が近

接した本県の強みを生かして、多様な価値観やニーズを持つ様々な世代の人々が、都市と自然を行

き来し、大都市圏では得られないゆとりと安心を実感し、それぞれの仕事と暮らしを楽しむライフスタイ

ルを実現させています。 

〇 県全体の発展を牽引する広島市や福山市を中心に、沿岸部や山間部の拠点都市が交通や情報

ネットワークで結ばれ、相互に連携しながら発展しています。また、県民の日常に不可欠なサービス機

能が身近に充足するとともに、デジタル技術やデータなどを活用した、安心して快適に暮らすことがで

きる持続可能なまちづくりが実現しています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ 地域特性や規模に応じた拠点ごとに必要な都市機能の集約や災害リスクの低いエリアへの居住

の誘導が進むとともに、移動の需要と供給に応じて拠点間が最適な公共交通ネットワーク等で結ば

れた、県民の安全・安心で豊かな生活を支える「持続可能な集約型都市構造」の形成が進んでい

ます。 

○ 都市機能や居住が集約されたエリアでは、効果的かつ集中的にデジタル技術やデータなどを活

用して、質の高いサービスを享受できるとともに、イノベーションを創出する交流の場と心身を豊か

にする自然が近接している広島の強みやそれぞれのエリアの特色を生かした、ゆとりと魅力あるまち

づくりや居住環境の創出が進んでいます。 

○ 広島市都心部においては、利便性の高い公共交通ネットワークの構築や国内外からの来訪者等

が気軽に憩えるデザイン性に優れた公共空間の整備等により、人が中心となる都心空間と回遊ネ

ットワークが形成されています。また、大規模オフィスやコンベンション施設、ラグジュアリーホテル

等の国際水準の都市機能の強化やイノベーションを生み出す多彩な人材の育成と集積が進んで

います。 

○ 備後圏域の玄関口である福山駅周辺においては、都市型産業の集積や遊休不動産を活用した

ビジネスモデルの構築などにより、ビジネスの拠点性が強化され人材が集積されるとともに、「居心

地が良く歩きたくなるまちなか」の創出に向けて、人の集まる拠点の整備や道路・広場等の整備な

どが進んでいます。 

目指す姿（５年後） 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

居住誘導が進展している市町数※１  － 
12 市町 

（R７） 
20 市町 

（目標設定の考え方）  

県内全域で持続可能な集約型都市構造を実現するためには、立地適正化計画を策定する全市町で居住誘導

が進む必要があることから、立地適正化計画策定対象の 20 市町を目標に設定した。 

公共交通の機関分担率 
18.7％ 

（Ｒ２） 

19.9％ 

（R６） 
20.0％ 

（目標設定の考え方） 

県内の通勤通学時公共交通利用者数の県内 15 歳以上人口に対する割合を現状値から増加させ、公共交通

等の持続的な運行維持を図ることを目指して設定した。 

防災上危険が懸念される地域の居住人口 
120 千人 

（Ｒ２） 

108.9 千人 

（R６） 
100 千人  

（目標設定の考え方）  

安全・安心で豊かな生活を支える「持続可能な集約型都市構造」の実現に向けては、防災上危険が懸念される

地域の居住人口を減少させることが重要であることから、現状値の約９割を目指して設定した。 

自然と都市の魅力を享受し、質の高い暮らしが

できると感じる県民の割合 

62.6％ 

（Ｒ１） 

53.2％ 

（R６） 
70.0％ 

（目標設定の考え方）  

自然と都市の調和した質の高い暮らしを享受できている県民の割合を現状値よりも高めることを目指して、意識醸

成が図られている状態として 70％を目標として設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※１ 居住誘導区域内外の人口密度を比較 

○ 人口減少と少子化・高齢化が進行し、都市の中心部では空き地や空き家がランダムに発生する都市

のスポンジ化が進み、郊外では拡散した低密度な市街地が形成されることにより、日常生活のサービス

水準の低下や、公共交通ネットワークの縮小などが懸念されるため、集約型都市構造の形成に向けて取

り組む必要があります。 

○ 拡散した低密度な市街地の一部は、土砂災害警戒区域等の災害リスクの高い区域に拡がり、頻発す

る大規模災害に対して脆弱な都市構造となっており、災害リスクの低い区域への居住を誘導する取組を

推進する必要があります。 

○ 多様な価値観やニーズを持つ様々な世代の人々が「住みたい」「働きたい」「訪れたい」と思える広島な

らではのまちづくりや居住環境を実現するため、地域特性や既存の地域資源を生かしたゆとりと魅力ある

まちづくり、居住環境や都市空間の創出に取り組む必要があります。 

○ 人口減少と少子化・高齢化が進行し、行政サービス及び生活水準の低下や公共交通ネットワークの縮

小などが懸念されるため、県民生活の利便性・快適性の向上に向け、各地域特性に応じた地域課題を

解決するためデータと新技術を活用したまちづくりに取り組む必要があります。 

○ 魅力的な都市空間の創出のためには、エリアごとのグランドデザインに対応した開発など、地域の方々

が主体となって将来のまちの姿を描き、共有しながら、まちづくりを行うことが重要であり、地域主体のエリ

アマネジメントの体制をつくり、活動の充実を図る必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① 機能集約された都市構造の形成 

地域特性に応じて医療や商業施設等にアクセスしやすい都市構造の形成に取り組むとともに、都市近

郊の住宅ストック等の活用を促進し、利便性の高いエリアへの居住誘導を推進します。 

② 交通基盤及びネットワークの強化 

集約された拠点内及び拠点間を結ぶ公共交通ネットワークとそれを支える交通基盤の強化に取り組み

ます。 

③ 災害に強い都市構造の形成 

災害に強く、安全・安心に暮らせる持続可能な都市構造の形成に取り組みます。 

④ 地域と連携し、地域の特性を生かしたまちづくりの推進 

多様な主体と連携し、ゆとりと魅力ある居住環境の創出や魅力ある建築物の創造、空き家の活用促進

など、地域特性や既存資源を生かしたまちづくりを推進します。 

⑤ データと新技術を活用したまちづくり（スマートシティ化）の推進 

県民生活の利便性・快適性の向上に向け、都市や交通などにおける各地域の特性に応じた地域課題

を解決するため、関係市町とまちづくりの方向性を共有しデータと新技術を活用したまちづくり（スマートシ

ティ化）を推進します。 

⑥ ゆとりと魅力あるまちづくりの推進 

地域の特色を生かしたウォーカブルなまちづくりや、公園・緑地の充実などのゆとりある空間を形成する

取組により、多様な価値観やライフスタイルに対応できる持続可能なまちづくりを推進します。 

⑦ 人を惹きつける魅力ある都心空間の創出 

広島市都心部及び福山駅周辺において、ハード・ソフト両面にわたり、地域の良好な環境形成や地域

全体の価値を維持・向上させるための活動などを通じて、人を惹きつける魅力ある都心空間の創出に取

り組みます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 地域の特色を生かしたウォーカブルなまちづくりや、公園・緑地の充実などのゆとりある空間を形成する取組に

より、多様な価値観やライフスタイルに対応できる持続可能なまちづくりを進めます。あわせて、人を惹きつける

魅力ある都心空間の創出を進めます。 
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中山間地域 

○ 中山間地域ならではの資源や特性が再認識されるとともに、地域の価値ある資産として再構築さ

れ、大切に引き継がれています。その魅力や豊かさに共鳴し、地域に愛着と誇りを持つ内外の多

様な人材によって、様々なチャレンジや、支え合いの輪が広がり、将来に向けて「夢や希望」が持て

る新たな地域づくりの取組が始まっています。 

 また、生活に身近な課題解決をはじめとした、あらゆる取組において、デジタル技術を活用し、地

域の持続可能性を高める仕組みが、中山間地域全域で展開されています。 

○ 地域に愛着や誇りを持つ人たちによる、様々なチャレンジが行われるとともに、地域に根差した活

動を担う内外の人材が増え、互いにつながり合うことによって、地域を支える人材のネットワークが

生まれ、地域の活力を生み出す活動が展開されています。 

○ 多様な企業や人材が、地域ならではの資源や基盤を生かして、新たな事業や経営発展にチャレ

ンジすることによって、地域産業が維持・成長し、働き続けられる環境が整いつつあります。 

○ 医療・福祉、交通など、地域の実態に応じた生活基盤の確保によって、人々が安心して暮らせる

生活環境づくりが進んでいます。 

○ とりわけ、交通アクセスについては、広域的な道路網と地域内の交通基盤が整備され、地域と都

市を結ぶ広域幹線交通が維持されているとともに、地域の移動実態に応じた交通再編や新たな移

動サービスの普及が進むことで地域コミュニティ内での日常生活に必要な移動が確保され、地域

で支え合い、誰もが移動をあきらめることのない地域づくりが進んでいます。 

○ 集落において、今後見込まれる変化に的確に対応するための住民主体の話合いが行われ、自

治活動の見直しや、暮らしを支える生活サービス機能の確保など、集落の状況に応じた取組が進

むことで、将来に対する不安が解消されつつあります。 

目指す姿（５年後） 

○ 里山・里海に象徴される人と自然が作り出す中山間地域ならではの資産が、守るべき価値あるも

のとして、内外の人々により引き継がれる中で、地域への愛着と誇りの高まりが、将来への希望と安

心につながり、心豊かに、笑顔で幸せな生活を営んでいると思う人たちが増えています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

地域コミュニティ活動が展開できている住民自

治組織の割合（全域過疎市町） 
－ 

74.8％ 

（R７）  
75.0％ 

（目標設定の考え方）  

人口減少や少子化・高齢化が進展する中山間地域の活力を生み出し、持続可能なものとしていくためには、

住民自治組織を基盤とする地域コミュニティの活動が展開されていることが必要であり、「ひろしま里山・チーム

500」をはじめ、地域の活力創出に資する人材と、地域（住民自治組織）との結びつきを強化し、地域の課題解

決を促していくことで活動の持続性を確保することを目指し、とりわけ人口減少等が著しい全域過疎市町の現状

水準維持を目標に設定した。 

働くところが少ないと感じる中山間地域の住民

の割合 

76.7％ 

（R２） 

73.2％ 

（R６） 
70.0％  

（目標設定の考え方） 

中山間地域が次世代にわたって持続可能な地域社会であり続けるために必要な、生活の糧を得る「仕事づく

り」について、着実に施策を実行していくことで、現状より改善することを目指して設定した。 

生活を満足と感じる中山間地域の住民の割合 
67.6％ 

（R２） 

41.1％ 

（R６） 
60.0％ 

（目標設定の考え方） 

中山間地域が次世代にわたって持続可能な地域社会であり続けるために必要な、安心な暮らしを支える「生

活環境づくり」について、着実に施策を実行していくことで、過去３回の調査結果（平均値 56.1％）よりも向上する

ことを目指して設定した。 

地域で支え合う新たな交通サービスを交通計

画に位置付け、取組を進める市町数 
－ 

12 市町 

（R６） 
19 市町 

（目標設定の考え方） 

利用者の減少等により生活交通の維持が特に厳しくなる中山間地域においては、地域で支え合う新たな交通サ

ービスが必要となるため、中山間地域を有する全ての市町で取組が進んでいることを目指して設定した。 
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○ 県全体を上回るスピードで進む人口減少や高齢化により、中山間地域の課題解決に取り組み、地域

の価値を継承していく地域コミュニティの源泉である住民自治組織をはじめとする担い手の不足が深刻

な状況となっているため、地域コミュニティ活動の持続性を高めていく必要があります。 

○ 人手不足や事業承継等が経営課題となっている中小企業が増えてきており、生活の糧を得るための

働く場の維持・創出に向けた取組を一層推進する必要があります。 

○ 医療・介護、福祉、交通などの日常生活に直結する生活基盤の確保が困難となることも見込まれるこ

とから、マンパワー不足をはじめとした条件不利を補うデジタル技術を様々な分野で効果的に活用するこ

とで、地域の持続可能性を高めていく必要があります。 

○ 高齢化の進展や運転免許返納に伴う移動の制限、市町中心部への生活関連施設の集約化による交

通アクセスの格差の拡大等により、顕在的・潜在的な移動困難者が増加しています。こうした移動困難

者の解消に向け、様々な交通データや地域の実情を踏まえ、移動の需要と供給の最適化を図った上

で、暮らしを支える生活交通の確保に取り組む必要があります。 

○ また、バス路線など日常生活を支える道路において依然として多くの狭隘区間があり、安全性・定時性

の確保が十分でないことから、円滑な移動を可能とする道路ネットワークを構築する必要があります。 

○ 今後、無住化が懸念される集落が大幅に増加することが見込まれています。こうした状況下では、地

域における自助・共助など生活を支える各種機能が低下し、現在の地区・集落の住民自治体制では、

解決困難な事象が広範囲にわたり顕在化していくことが予測されるため、持続可能な地域づくりに向け

て、全体最適化の考え方を踏まえた「集落対策」について、重点的に取り組む必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① 地域を支える人材の確保・育成 

地域のハブ的役割等を担う人材の確保・育成に取り組むとともに、地域外の住民等の人的リソース

（関係人口）と地域とのつながりの形成を促すことにより、地域の活力増進を図り、持続性のある地域コミ

ュニティづくりを進めていきます。 

② 地域産業の維持・成長支援 

人手不足等に起因する経営課題の解決を図るため、首都圏等からの副業・兼業人材の力を効果的

に取り込むための支援などを通じて、中小企業の成長支援につなげます。 

また、中山間地域の課題解決につながる起業を後押しするなど、働く場を維持・創出します。 

③ 安心して暮らせる生活環境の確保 

人手不足等を補うデジタル技術を積極的に活用し、生活交通や医療・福祉、防災など、日常生活に

直結する課題解決の取組の創出を支援し、住民の暮らしの向上を図ります。 

④ 暮らしを支える生活交通の確保 

地域の実情に応じて、必要とされる生活交通の在り方を検討するとともに、デジタル技術を活用したＭ

ａａＳなど、新たな交通サービスの導入に向けた支援を通じて、より持続可能性の高い生活交通への再

編を促進します。 

⑤ 中心地と周辺地域等の連携を支える基盤整備 

中山間地域に住む人が、安全で快適な生活を享受できるよう、引き続き、地域拠点と集落等を結ぶ

道路の整備やバス路線１車線区間の解消に向けた取組など、地域の実情に応じた効率的な道路整備

を推進します。 

⑥ 持続可能な地域づくりに向けた集落対策の推進 

中山間地域に住む人が安心して暮らしていくために、将来に向けた地区・集落の在り方や、集落の状

況に応じた自治活動の見直しなどについての住民の主体的な話合いを促すとともに、住民、住民自治組

織、行政等の関係者が一体となって、暮らしを支える生活サービス機能の確保などの取組を推進しま

す。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 持続可能な中山間地域の実現に向けて、あらゆる分野における活力の源泉となる、地域内外の多様な人材

の確保・育成を進めます。 

○ 地域産業が維持・成長し、働く場が維持・創出される環境づくりに向けて、首都圏等からの副業・兼業人材の

力を効果的に取り込むための支援や、中山間地域の課題解決につながる起業を後押しします。 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

広島空港利用者数 
297 万人 

（Ｒ１） 

287 万人 

（Ｒ６） 
494 万人 

（目標設定の考え方）  

広島空港の利用者数増が、ビジネスや観光等で県内外を移動する人が便利で快適に移動できていることを表す

と考え、広島国際空港（ＨＩＡＰ）と連携し、航空路線の往来実績データ等を踏まえた需要予測に基づいて目標を設

定した。 

年間渋滞損失時間 
4,500 万時間 

（Ｒ１） 

4,180 万時間 

（Ｒ６） 
3,000 万時間 

（目標設定の考え方）  

日常生活や経済活動において、利用頻度が最も高い移動手段である自動車交通の定時性や速達性を確保する

ことが、利便性の向上や物流の効率化につながることから、主要渋滞箇所等における対策の取組状況を踏まえて

目標を設定した。 

 

  

○ 国内外の人・モノが、県内の空港・駅・港湾や幹線道路等から円滑かつ安全に出入りし、多様な

交通・物流ネットワークによって県内を迅速かつ円滑に移動しています。 

あるべき姿（概ね 30 年後） 

○ ビジネスや観光、日常生活において県内外を移動する人が、快適かつ適切なコストで利用できる

交通基盤やＭａａＳ等の多様な交通ネットワークから、それぞれの目的に応じた最適な手段を組み

合わせて、便利で快適に移動しています。 

○ 国内外から本県を訪れる人が、クルーズ客船で安全かつ快適に寄港し、地域の魅力に触れること

で高い満足度が得られています。 

○ 県内及び周辺地域の立地企業とその相手先企業が、陸送、海運、空輸といった多様な輸送モー

ドを利用することにより、それぞれの企業の希望に応じた、競争力強化に資する持続可能で最適な

物流ネットワークが構築されています。 

目指す姿（５年後） 

交流・連携基盤 
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指 標 
ビジョン策定時点 

（Ｒ２）の現状値 

現状値 

 

５年後の目標値 
（Ｒ12） 

クルーズ客船観光客による推計消費額 － 
488 百万円 

（Ｒ６） 
846 百万円  

（目標設定の考え方）  

クルーズ客船観光客による観光消費額が、寄港時に地域の魅力に触れ、高い満足度を得たことを表す指標

と捉え、R５～R６に実施したクルーズ客船乗客行動調査の結果を基に、世界のクルーズ旅客需要予測を踏まえ

て目標を設定した。 

輸配送のために必要な人材を確保できている

県内トラック運送事業者の割合 
－ 

36.3％ 

（Ｒ７） 
41.0％ 

（目標設定の考え方） 

持続可能で最適な物流ネットワークの構築に当たっては、輸送力の確保が不可欠であるが、輸送力の大部分を

担うトラック運送事業者における人手不足が喫緊の課題となっており、今後、ドライバーの担い手不足が懸念される

中でも、県内事業者の人材の充足状況を現状値よりも改善させることを目指して設定した。 

県内港におけるコンテナ取扱量 
36 万 TEU 

（Ｒ１） 

35 万 TEU 

（Ｒ６） 
48 万 TEU 

（目標設定の考え方）  

港湾物流における輸送量の増加やそれに伴う航路拡充によって、荷主ニーズに応じた最適な物流ネットワークの

構築が達成されることから、輸送量に関する指標として、県内港の港湾計画の策定時に推計した R12 年の貨物取

扱量を目標として設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 広島空港が中四国地方の拠点空港として今後も継続的に発展し、利用者の多様なニーズに対応する

ため、広島空港の利便性強化や利用促進、空港アクセスの一層の強化を図る必要があります。 

○ 都市部を中心に慢性的な交通渋滞が発生し、速達性・定時性の確保が十分でないことから、円滑かつ

迅速な人流・物流を実現する道路ネットワークを構築する必要があります。また、県内では、産業用地へ

の企業立地や、新たな産業団地の造成が進んでおり、これらの物流拠点や井桁状の高速道路ネットワー

クへのアクセスを強化する必要があります。 

○ 寄港したクルーズ旅客が高い満足度を得られるよう、多様なニーズに沿った観光プロダクトを船会社等

に提供するとともに、スムーズに寄港するための受入環境の向上を図る必要があります。 

○ トラックドライバーや港湾関連事業に従事する人材などの人手不足が懸念される中でも、物流の停滞が

生じないための必要な輸送力の確保や、荷主のニーズに対応した港湾物流における国内外につながる

海上輸送ネットワークの構築など、物流サービスの最適化を進める必要があります。 

目指す姿の実現に当たって考慮すべき課題 
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① 世界とつながる空港機能の強化 

中四国における国内外のビジネス・観光等の交流の出入口であるグローバルゲートウェイとして、航空便

利用者の多様なニーズに対応するため、新たな路線誘致や交通手段の拡充により、世界・各都市とつな

がる航空ネットワークの拡充と空港アクセスの利便性向上など広島空港の機能強化を図るとともに、関係

者と連携した需要創出に取り組みます。 

② 人・モノの流れを支える道路ネットワークの構築 

定時性や速達性の確保による企業等の生産性の向上及び、交流・連携機能や交通拠点へのアクセス

性の強化に資する道路整備等を推進します。 

③ クルーズ客船の寄港環境の整備 

クルーズ旅客の多様なニーズを把握し、ラグジュアリー・プレミアムクラスをはじめとした客船にふさわし

い寄港環境の整備に取り組みます。 

④ 産業活動の基盤となる物流ネットワークの構築 

物流停滞が生じないよう、必要な輸送力を確保するため、県内トラック運送事業者の輸配送の効率化

や労働条件の改善に向け、ＤＸの推進などの支援に取り組みます。 

また、県内港が東南アジアを含めた世界各港との最適な航路ネットワークを提供し、瀬戸内における国

内外の物流拠点としての役割を担うため、コンテナターミナルにおける大水深岸壁の整備や効率的な運

営体制の構築のほか、荷役機械の自働化・遠隔操作化といったＤＸの推進を行うとともに、新規航路誘致

に取り組みます。 

目指す姿の実現に向けた取組の方向 

□□□□□重点項目に関する主な取組 

○ 県経済を支える産業の振興・発展や生産性の向上といった強固な社会経済基盤の確立に向け、国内外と県

内の人・モノの交流・連携を推進する、陸・海・空の多様な交通・物流ネットワークの整備や最適化に取り組みます。 

特に、県内トラック運送事業者の輸配送の効率化や労働条件の改善に向け、ＤＸの推進の支援などを進めます。 


